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ごあいさつ 

 

このたび、本市の最上位計画である「総合計画」の「中期基本

計画」を策定いたしました。 

本計画は、基本構想で掲げる基本理念や将来の都市像の実

現に向け、市民の皆様と共に描く「ワクワクするまちづくり」を

具体化し、阪南市の未来を確かなものにするための羅針盤と

なる計画です。 

 

本市は、令和３年２月に「財政非常事態宣言」を発出しており

ましたが、この間、市民の皆様をはじめ関係各位のご理解とご

協力を得て財政規律を遵守した財政運営に取り組み、令和７年９月に解除することができました。市民

の皆様のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。 

依然厳しい財政状況ではあるものの、この成果を土台として、今後は「選択と集中」を軸に、慎重か

つ大胆な行財政運営を行い、未来に向けた様々な取組を着実に推進してまいります。 

 

本計画の策定においては、「子どもの参画」として、私と市内の中学生、小学６年生との交流会を実

施し、本市の総合計画としては初めて、計画に子どもたちの意見を掲載しました。また、巻頭に、交流

会の様子をわかりやすくお伝えするため私自身が作成したグラフィックレコーディング（グラレコ）を掲

載しています。次代を担う子どもたちの生の声を、ご覧いただけますと幸いです。 

 

市民の皆様に、私がめざす「阪南市民のための阪南市政」を実感していただくため、そして、市民お

一人おひとりにまちづくりを「ワガゴト」としていただくためには、さらなる情報発信と改革が必要で

す。これからも、市民の皆様の声に丁寧に寄り添い、ガラス張りの市政によって、市民の行動と行政の

取組が相互に響き合う形で、共にまちの未来を育てていけるよう、ビジョンとスピード感を持って実行

してまいりますので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました総合計画審議会委員の皆様をはじめ、貴重な

ご意見やご協力をいただきました市民、子どもたち、関係者の皆様に心から感謝とお礼を申し上げま

す。 

　令和８年３月　　　　　　　　 

阪南市長　上甲　誠 

 



【2025 年７月 30 日　総合計画にかかる市長との交流会（市内４中学校）】 



【2025 年９月 11 日　総合計画にかかる市長との交流会（朝日小学校）】 



【2025 年 10 月 29 日　総合計画にかかる市長との交流会（上荘小学校）】 
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第１章　計画策定にあたって 
第１節　計画策定の背景と意義 

総合計画は、将来の阪南市をどのようなまちにしていくかを示す基本理念や将来の都市像を定

め、まちづくりの方向性を示す羅針盤です。本市では、総合計画を都市計画や防災、交通などのす

べての計画の基本となる、最上位に位置づけています。 

本市では、令和４（2022）年３月に「共創による新しい地域価値が創造され、誰もが輝ける舞台都

市・阪南」を都市の将来像とする「阪南市総合計画（2022～2033）」を策定しました。 

「阪南市総合計画（2022～2033）」では、長期的なまちづくりの方向を基本構想に描き、計画期

間中に生じる社会経済情勢の変化に対応する実効性の高い計画となるよう、市長公約との連動性を

確保するため、計画期間の12年間を各４か年の前期・中期・後期に分け、目標に到達するための施策

を示す基本計画を策定することとしており、現在は、前期基本計画で定めた施策のめざす姿の実現や

成果指標の達成をめざして、計画的にまちづくりを進めています。 

今回、都市の将来像の実現に向け、まちづくりの課題を市民と行政が共有し、役割を分担して共に

取り組んでいくための「指針」となる「阪南市総合計画中期基本計画」を策定します。 

中期基本計画の策定においては、前期基本計画に基づき推進してきた各施策の成果を確認すると

ともに、残された課題の効果的な解決や今後の社会経済情勢の変化への対応を図り、基本構想に掲

げた都市の将来像をめざしたまちづくりを着実に進めるための施策と具体的な方向性を定めます。 

 

第２節　計画の位置づけ 

地方の自由と責任の拡大を図るため、平成23（2011）年８月に地方自治法が一部改正され、市

町村に課せられていた総合計画の基本構想策定義務と議会での議決が撤廃されたため、総合計

画の策定自体を含め、役割の位置づけについても自治体が独自に判断することとなりました。 

本市では、自治基本条例（平成21年７月１日施行）第27条において、議会の議決を経て、基本構

想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならないということを規定しています。 

 

Ⅰ 序論
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第３節　計画の構成 

総合計画は「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節　計画の期間 

 

（１）基本構想 

本市の特色及び基本的課題を踏まえ、望ましい将来のビジョン・都市像を設定し、それらを実現

するための基本目標並びに施策の大綱と基本的な方向性を明らかにし、総合的かつ計画的な行政

運営の指針とし、計画期間を12年間とします。 

 

（２）基本計画 

基本構想に掲げた将来の都市像を実現していくため、施策の体系、施策それぞれがめざす目標

や、市民・行政などまちづくりの主体的な担い手の役割と重点的な取組方針を示した計画です。 

そのため、より実効性の高い計画となるよう、市長公約との連動性を確保するため、計画期間を

前期・中期・後期の各４年間とします。 

 

（３）実施計画（行政経営計画） 

基本構想、基本計画に基づき、目標達成に向けた具体的な施策や事業を計画的に推進するため

３か年計画とし、毎年ローリングを実施します。 

 

 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

 基本構想

 基本計画

 市長任期

 

実施計画 

（３年） 

※毎年度 

見直し

まちづくりの将来ビジョン、将来像、基本方針

分野ごとの方針、施策

具体的な事業 

毎年度見直し、策定

基本構想

基本計画

実施計画

12年

前期 前期中期 後期
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第５節　計画策定の基本方針 

（１）市民に開かれた計画づくり 

自治基本条例と総合計画を有機的に連動させ、本条例の理念に則った総合計画の策定を進め

ます。 

そのためには、市民と行政が自分たちでつくった総合計画という共通認識を持ち、また市民と

行政がまちづくりの目標を共有することができるよう、積極的な市民参画・公民協働により策定す

るものとします。 

 

（２）市民に分かりやすい計画づくり 

総合計画の策定は、市民と行政が共有できる計画とするため、内容や表現を工夫するとともに、

市民と行政の共通のまちづくりの目標として指標（目標数値など）を設定するなど、分かりやすく

親しみやすい計画とします。 

 

（３）行政評価に対応する計画づくり 

より一層の事業選択と集中を図り、効果的な投資と事業効果について評価ができるよう、可能

な限り目標を明確化するとともに、基本計画の施策体系や成果指標の見直しなど、行政評価に対

応した計画とします。 

 

（４）重点の明確化と社会の潮流を踏まえた計画 

財源・人材などを有効に活用し、計画的・効果的な行政経営を図るため、重点を明確にした計画

とします。また、令和７年３月に策定した第３期総合戦略である「阪南市デジタル田園都市構想総合

戦略」やその他計画との整合性を図ります。さらに「SDGs(*1)」などの政策をはじめ、「AI技術の進

展」などの社会の潮流を踏まえた計画とします。 

 

(*1)SDGs 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。 

2015年9月の国際サミットにおいて、全会一致で採択された国際目標。「誰一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標で、その下に、169のター

ゲット、232の指標が定められている。発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むべき課題であること、

また、自治体を含めた様々なステークホルダーが取り組むべき目標に設定。 
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第２章　計画策定の背景 
第１節　社会情勢の潮流 

（１）少子高齢化・人口減少による影響 

日本の総人口は減少局面にあり、特に急速な少子高齢化が進行しています。本市も例外ではな

く、高齢化率はすでに全国平均を上回っており、今後もその差は拡大していくことが見込まれてい

ます。 

全国的にも、労働力人口（生産年齢人口）の減少や地域コミュニティの担い手不足といった社会

生活への様々な影響、さらには社会保障費の増大や経済規模の縮小といった経済面への影響が

懸念されており、こうした課題に対応した取組が求められています。 

 

（２）高度情報化社会の進展 

国は、Society5.0(*2)の実現により、AI（人工知能）、IoT(*3)、ビッグデータ、5G（第５世代移動

通信システム）、ロボット技術などの先端ICT技術を融合し、経済発展と社会課題の解決を両立さ

せる未来社会をめざしています。2025年の動向として、AIは医療現場での診断支援や教育の個

別最適化、交通の自動運転など多分野で活用され、社会全体の効率化と質の向上に貢献していま

す。 

これらの技術革新に伴い、行政サービスにおいても新しい技術の活用が求められています。全

国的にも、企業連携の推進とともに、行政手続のオンライン化や自治体情報システムの標準化・共

通化など、スマートシティの基盤となる行政のDXが進んでいます。これらにより、市民サービスの

維持・向上と業務効率化を図りつつ、AIやICT(*4)を活用した持続可能なまちづくりへとつなげて

いく取組の重要性は、年々高まっています。 

 

(*2)Society5.0 

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）

の次に到来する社会であり、サイバー空間と現実世界を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する人間中心の社会。第５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来

社会の姿として初めて提唱。 

(*3) IoT 

Internet of Thingsの略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆ

るモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化な

どが進展し、新たな付加価値を創出すること。 

(*4) ICT 
Information and Communication Technology の略称で、情報処理及び情報通信に関連する諸

分野における、技術・産業・設備・サービスなどの総称。国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」でも、政策パ

ッケージの１つとして「ICTの利活用等による地域の活性化」が挙げられているなど、地方創生の取組にお

いても重要な要素の１つ。 
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（３）暮らしの価値観の変容 

人口減少や少子高齢化などを背景とし、また新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、場

所に捉われない多様な働き方が広がっています。これにより、単なる生活水準の向上だけでなく、

暮らしの質（QOL：Quality of Life）や豊かさを重視する価値観が強まっています。また、男性の

育児・介護参加やシニア世代の活用など、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）という考え方

も普及し、個人の生き方を尊重する多様な価値観への対応が求められています。 

 

（４）SDGs などの国際的な課題 

多様性と包摂性を備えた持続可能な社会の実現に向けて、SDGs達成への取組が世界的に加

速しています。2030年までの５年間はSDGs達成に向けた「最後の５年」という重要な節目であ

り、世界、国、自治体、事業者、市民が協力して行動を加速させる必要があります。 

地域社会においても、「誰一人取り残さない」社会の実現としてSDGsに定められた目標を達成

するために、貧困、健康、経済、気候変動といった課題の解決に貢献するための総合的な取組が求

められています。 

 

（５）災害への備え、持続可能な都市構造への変革 

南海トラフ巨大地震など、防災に対する

意識や対策への関心が高まっています。大

規模地震のほか、台風、大雨などによる風

水害に対応するため、地域防災組織の育

成・強化や危険エリアの縮小など、災害対

応力向上のための取組を推進していくこ

とが求められています。 

都市構造については、都市機能や居住

するエリアを集約し、連携軸や公共交通に

よる結節点などでつなぐ「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」と呼ばれる、持続可能な

まちづくりが望まれます。あわせて、人口

減少など将来の問題への長期的な視野に

立ち、また災害への備えも考慮して、総合

的かつ計画的な公共施設などの再編・再構築に取り組んでいくことが求められています。 

 

出典：国土交通省　コンパクト・プラス・ネットワーク

の推進について
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（６）地球環境問題の深刻化 

地球温暖化やプラスチックごみによる海洋汚染など、地球規模の環境問題は深刻さを増して

おり、次世代により良い環境を引き継いでいくため、対策を強化する必要があります。また、

こうした環境問題は、暮らしや産業、生物多様性の変化を引き起こし、地域にも影響を与えて

います。対策のためには、環境教育の充実を図るとともに、世界、国、自治体、事業者、市民

といったすべての主体が参加・連携して取り組むことが求められています。 

 

（７）産業環境の変化 

近年、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に加え、ロシア・ウクライナ情勢をはじめと

する国際的な混乱を背景に、物価高騰やエネルギー価格の高騰が我が国の経済状況に大きな影

響を与えています。また、国際的な経済連携がさらに進み、高度人材・技術などの国際競争が

激しさを増していくことが想定されます。 

一方で、非正規雇用労働者の増加や不安定な雇用形態が、晩婚化や出生数の減少といった社

会課題の一因となっていると指摘されています。 

こうした状況に対し、AIやICTの活用による業務の効率化・省人化や、スマート農業・ロボッ

ト技術の導入が様々な分野で進んでいます。さらに、場所に捉われない多様な働き方やワーク

ライフバランスの考え方が普及し、個人の経験やスキルがより重視される労働市場が広がりを

見せています。 
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第１章　基本方針 
第１節　協働から発展するまちづくりの推進 

本市では、平成21(2009)年に自治基本条例を制定し、10年以上にわたって「協働によるまち

づくり」として、「市民、自治会、市民公益活動団体や事業者、行政などそれぞれが、目的を共有し

お互いの持つ特性を活かしながら支え合うパートナーとして、住み続けられるまちづくり」を進め

ています。人や活動が「つなぐ・つながり」を生み出し、「知る」「育つ」「つながる」取組を通して、そ

れぞれが支え合い、つながりがきめ細かな「網の目（ネットワーク）」を創造し、お互いさまのまちづ

くりをめざして推進しています。 

協働という考え方が広く知られるにつれ、協力しての事業実施や課題設定など、様々な協力体

制が「協働」と捉えられるようになりました。本市でも、様々な主体が、あらゆる場面で手を取り合

い、活発に地域で活動しています。 

これからは、多様な主体によってコミュニティが再定義・再構築され、活動や協働の幅が広がっ

たり、活動する主体が増えたりするなど、まちづくりの場や主体が拡大・増加することが予想され

ています。 

これまで本市では、地域課題を解決し、地域を豊かにするため、自治基本条例に基づき様々な

市民協働を進めてまいりました。特に、地域課題が表出しやすい福祉では、地域住民が想いや課題

を持ち寄り、地域づくりに責任を持とうとする活動が増え、それぞれがつながりつつあり、「住民自

治」の機運が徐々に高まってきていると考えられます。 

こうした流れをくみながらも、人口減少や少子高齢化といった影響を受け、コミュニティの希薄

化や顔の見える関係性の減少など、次第に地域課題が潜在化していくことが想定されます。 

このような地域の変化へ対応するためには、顕在化している課題だけでなく、隠れてしまってい

る課題に対してアプローチする協働の仕組みを強化し、新しい解決の仕組みを取り込むため、疑問

や関心が生まれた瞬間を捉え、すぐに動ける体制が必要とされています。 

地域課題解決にとどまらず、地域をよりよくしていくためには、すでに行動を開始している方や

これから行動を起こそうとしている方だけでなく、今まで知らなかった方にも、見えなかった課題

を見える化し、知ってもらうことが重要です。本市に関係するあらゆる人が声を上げ、話し合った

り学んだりすることで、アイデアとネットワーク化を促進し、まちに住む人にとっての「まちの価値」

を高めていくことが求められてきています。 

 

第２節　将来のビジョン 

本市は、ベッドタウンとして長年続いてきた人の流入に陰りが見えはじめ、駅周辺の市街地やニ

ュータウンでは若者の流出によるにぎわいの低下、農業・漁業者の減少、団塊世代の高齢化などに

よる地域の担い手不足やコミュニティの希薄化など、長期的な社会課題に取り組んでいくことが

求められています。 

若い世代がとどまり、また、帰ってきたくなる、将来にわたって、本市の魅力を語ることのでき

るまちをめざし、子どもから高齢者まで地域に愛着を持ち、生涯現役で健康に暮らせるまちや、生

活の質を向上させるスマートシティ、ICTによる社会課題の解決を図る新しい価値の創造などに

より、持続可能な都市へ変化するため、地域に住まうそれぞれの人が未来に向かって「１歩」を踏み

出し、地域課題の解決を図っていく共創によるまちづくりを進めます。 

なお、本総合計画における市民と行政の関係として、「協働：パートナーシップ（Partnership）」

Ⅱ 基本構想
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は地域に根差して活動や事業を進めていくための大切な考え方であることを共有し、引き続き進

めていきます。また、協働のなかでも、新しい価値や事業などの創造・構築段階から協働で取り組

むことを「共創：コクリエーション（Co-creation）」とします。今後は、市民一人ひとりが知恵や能

力を発揮し、まちづくりの場（舞台）で新しい価値の創造に挑戦する「共創」の取組を、現在地域で

活動している協働の取組と合わせ、大切にしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１歩先をゆく」：①都市構造（ハード面）として、ICTの導入、スマートシティへの転換など、社会環境変化に対応す

るまちづくり、②施策などの展開（ソフト面）として、「協働」の主体がまちづくりで培った関係性を軸としつつ、

「人の行動変容を促していく」まちづくりの２点での、都市構造・施策などの展開をいう。 
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第３節　将来の都市像 

基本構想は、本市がめざす将来の都市像とこれを実現するためのまちづくりの姿を定めたもの

で、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための指針となるものです。 

将来のビジョンを踏まえ、総合計画の12年間を展望した将来の都市像を、次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が主体的に地域にかかわり、かつ関係機関・団体と連携して、地域を動かしていくためには

地域経営という視点が必要です。地域経営の主体は地域に住む市民であり、その地域の市民、企

業・団体、行政それぞれが、「わがごと」として、「オープン」に「双方向」で課題に取り組むことが重

要です。 

その上で、多様な連携を進め、それぞれの主体（個人を含む）が、それぞれの目的の実現に向け、

自発的に未来を切り開いていくためには、協働のまちづくりに共創の概念を取り入れ、活躍でき

る将来のまちの姿を描くことが大切です。 

そこで、それぞれの主体がゆるやかにつながり、市民の一人ひとりが個性と能力を活かし、新し

い価値を創造していく新たな「共創」の考え方を導入した『舞台』として、また活躍の場として、様々

な人に選んでもらえる都市をめざし、その実現に向けて多様な市民活動を支えていきます。 
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第４節　将来人口 

本格的な少子高齢化社会の到来により、本市の人口が減少しています。急激な人口減少による

まちの活力低下を防ぐため、総合的かつ計画的にまちづくりを進めることで、令和17（2035）年

の人口を43,000人と想定します。 

若い世代や子育て世代の移住・定住を進め、年齢構成のバランスが取れた持続可能なまちをめ

ざしていきます。 

 

 



13 

第５節　重点基本方針 

重点基本方針は、本市における方向性から抽出した３つの「求められる視点」(p.123)を踏まえ

つつ、基本計画において横断的かつ包括的な業務を展開できるように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点基本方針①】人がつながり、地域がつながる共創のまち（視点２，３） 

①　多様な価値観を尊重したまちづくり 

l 一人ひとりが持つ様々な違いによる多様性（＝ダイバーシティ）を活かして能力を発揮し、活躍

することで、新たな価値を創造 

l 地域の多様な生活スタイルや価値観を教育にも活かし、学ぶまちづくりを推進 

 

②　ゆるやかな関係性によるまちづくり 

l 様々な活動主体がゆるやかにつながり、地域課題に対して強みを活かして解決していける地域

づくり 

l 地域のなかで気軽でゆるやかな関係性を軸としたふるさと（＝「ゆるさと」）の実現を推進 

l 自治会、NPOなどの様々な活動団体と連携し、自立的な地域運営を行えるよう、協働・共創の

まちづくりを推進 

 

③　チャレンジできるまちづくり 

l 協働・共創による課題解決型ビジネスなどの社会的起業の促進やまちを活用した文化・芸術の

表現など、多様な年代がチャレンジできる（＝自己実現）まちづくり 

l 社会全体のポテンシャルを高めたまちの活性化と共生社会の実現 

 

④　地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり 

l 本市の地域資源の活用・連携による多様な地域経済活動の支援 

l 地域資源を利活用した新しい価値を生み出し、地域のブランド化を実現 

l ICTやAI技術などを活用し、社会環境の変化や地域のニーズに沿ったまちづくり 

l 市内または周辺都市の需要に即した経済・文化活動の促進 

 

◆これまでの協働のまちづくりを核として、「ともにつくる＝共創」という新しい価値を推進し、

様々な世代の市民がまちづくりに参画し、また、高齢者になってもいきいきと活動的な生活を

送ることができる、誰もが主役として輝くまち 

◆子育て世代にとって過ごしやすい環境を整えるため、自然環境などの魅力を最大限に利活用

しつつ、地域ぐるみで子どもから親、そのまた親にとっても魅力があるまち 

◆多くの人が集まり、にぎわいなどの活力を創出するため、多様な地域主体の活躍支援、商工

業・農業・漁業の先進技術活用支援、起業支援、教育機関との連携などにより、地域資源を最大

限に活用したまち
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【重点基本方針②】子どもが地域で育ち・支え合うまち（視点２，３） 

⑤　子どもがいきいきと、地域で生活し、学び、遊べるまちづくり 

l 子ども一人ひとりの個性が尊重され、自己肯定感を持って育まれるとともに、親も子どもの成

長などを通じて親として成長していく喜びや生きがいが得られる地域づくり 

l 子どもの安全・安心を守る体制づくり 

l 「子どもの最善の利益」が実現されるよう、子どもの人権を尊重したまちづくり 

 

⑥　学校や就学前施設などと地域が一体となった連携したまちづくり 

l 海洋教育など里山・里海での環境学習や体験学習の連携の強化 

l 子どもたちが日頃から社会課題に接する機会の創出 

l 学びや遊びを通じた非認知能力を伸ばす教育や保育の提供など、子どもの健やかな育ちの支

援 

l 学校や就学前施設などがつながる、地域との連携を強化 

l 子どもの発達や学びの連続性を確保 

l 英語教育の充実 

l 情報教育の推進 

 

⑦　まちぐるみで子育て力を向上させるまちづくり 

l 誰もが安心して出産や子育てができるよう、様々な主体が連携した支援 

l 「原風景・原体験」の醸成と、地域全体で学校教育を支援し、まちぐるみで子育てできる環境の

実現 

l 子育て中の大人が深刻な悩みを抱えたり孤独に陥ったりしないよう、切れ目のない総合的・包

括的な支援の展開 

 

⑧　新しい生活様式や技術に対応するまちづくり 

l 若者や高齢者などがチャレンジ・再チャレンジできる環境を創出 

l 地域資源を活用した課題解決型ビジネスなどを推進 

l 企業・大学などと連携した社会課題を解決する取組や地域で活躍する人を集めた人材バンクに

よる包括的な支援など実践的な環境の整備 

l テレワーク・ワーケーションによる多様な人材が流入する地域活動の場を提供 

l ICT・DXの推進に対応できる人材の育成 

l 生活環境の向上や里山・里海などを代表とする環境と共生した未来のまちをめざした、まちの

仕組みづくりの検討 

 



15 

【重点基本方針③】自分らしく、生涯活躍できるまち（視点１、２） 

⑨　地域での見守り・支え合いが行き届いたまちづくり 

l 誰一人取り残さない地域共生社会の実現に向けた支援体制の推進 

l 企業などと連携した見守りなどの取組を構築・強化することにより、年齢によらず、誰もが自分

らしく生きることができる環境の実現 

l 環境教育と合わせた防災意識の醸成 

 

⑩　自分らしく輝ける「舞台」まちづくり 

l 地域の就労機会、地域活動からの起業など、市民のニーズと意識改革につながる取組の展開 

l 生涯現役で活躍する支援として、高齢者が現役時代に培ってきた経験や技術を、地域課題の解

決などに活用できるようマッチングを推進 

l 公民館などを活用した、青少年の育成及び活動を促進する場づくり 

l 相談・支援、情報提供や話し合える場の設定など、持続的な活動の支援 

 

⑪　誰もが安全・安心に、暮らすことができるまちづくり 

l 障がいや生活困窮などの複合的な課題に脅かされず、解決を試みることができる生活環境を

整える取組 

l ボランティアなどと協働した地域資源の活用、包括的な相談支援の充実による課題の早期発見

とバックアップ体制の強化 

l 障がいや認知症などにかかわらず、個々の特性や強みを活かした就労や社会参画の促進 

l 多様な団体による交流活動や、多機関・多分野の関係者が話し合う会議の開催など、包括的か

つ地域や家庭環境に合わせた支援 

 

⑫　楽しく健康に過ごせるまちづくり 

l 市民の健康寿命の延伸 

l 子どもから高齢者まで、健康的なライフスタイルを身につけられる取組 

l 運動・栄養・休養を基本とする健康づくりの推進 

l 健康づくりとまちづくりを連動させた「歩く文化」への取組 
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第２章　基本目標 
基本構想は、本市のめざすべき将来のビジョン・将来の都市像とそれを実現するための重点基

本方針・基本目標を示すものであり、基本構想に基づいて施策の基本的方向と体系を示すものが

基本計画です。 
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第１節　人と地域がつながり、多様な価値観とにぎわいによる共創のまち 

l 地域の様々な課題や社会的課題に対し、市民、NPO及び地縁団体などの多様な主体が関心を

持ち、それぞれがまちの担い手として活動し、住みよい地域社会を形成しています。 

l 一人ひとりが持つ多様な価値観を活かし、地域課題の解決に向けて、能力を発揮し、共創のま

ちづくりによる新たな価値を創造しています。 

l 市民、NPO、地縁団体及び行政などの多様な主体が積極的に連携して多様な活動やまちづく

りに参画・協働することにより、自立的な地域運営を行い、人々の支え合いと活気のある社会

がつくられています。 

l 市民、企業・団体、行政との協働・共創を加速させるため、誰もが地域課題を話し合い、解決に

向けて取り組みやすい環境が整っています。 

l 企業や金融機関などの外部活力を継続的に受け入れるとともに、公民連携を積極的に活用し

ています。 

l 市民が、まち全体を「舞台」として、誰もが想いを実現できる環境を整え、多様な年代がチャレン

ジできるまちづくりを行っています。 

l 市民、企業・団体などとの連携の取組として、地域課題の解決につながる活動（スモールビジネ

ス、シェアリングエコノミーなど）が広がり、魅力的な地域づくりが進められています。 

l 市の魅力を高める情報の発信を行うとともに、暮らしの役に立つ定住の取組や本市に住みたく

なる移住の取組により、子育て世代が流入しています。 

 

第２節　誰もが、健やかにいきいきと暮らせるまち 

l 子どもから高齢者までのすべての市民が、地域の支え合いのなかで、住み慣れた地域で安心し

て、いきいきと暮らしています。 

l 市民が、病気やけがを未然に防ぐため、ライフステージ・ライフスタイルに応じた健康づくりに取

り組むとともに、医療や介護などを安心して受けられる制度などのもと、自立した生活を営ん

でいます。 

l 親や地域の人が子育てについて学び、また、親が子育てと仕事の両立ができるなど、子どもが健

やかに育つ環境が整い、本市で育った市民が市内で子どもを生み育てたいと考えています。 

l ICTの利用により、各種電子申請サービスや情報アプリケーションなどが導入され、遠隔診療

などのサービスが展開されることで、住民の福祉が向上しています。 
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第３節　安全に、安心して暮らせる住み続けたいと思えるまち 

l 市民が、防災や防犯、交通安全に対する意識を高め、コミュニティによる支え合いが確立されて

いるとともに、自然災害や火災などへの備えが整い、生命・身体・財産が守られたまちで安全・

安心に暮らしています。 

l 災害時に防災活動を支えるため、避難や物資の流通がスムーズに行えるよう、道路ネットワー

クが機能しています。 

l 本市全体での防災意識を向上させるため、広域的な地域連携が行われています。 

l 情報管理システムの導入により、災害時に市民へ即座に情報提供されることによる災害被害の

軽減策が整っています。 

l 公共下水道の整備などを推進し、雨水や市民生活により発生する排水が適切に処理されるこ

とにより、市民は、豊かな自然を守りつつ、快適で衛生的な生活を送っています。 

l 感染症のパンデミックを含む災害に対して、機能の維持を可能とする柔軟な施策の展開や機能

不全から早期に回復する復元力のある社会をめざし、持続可能な社会システムが維持されてい

ます。 

l 市民をはじめ、企業・団体、行政などが、地球規模の環境問題を意識し、連携して環境負荷の少

ない生活や循環型社会に配慮した生活を営んでいます。 

l 障がいの有無や生活困窮などの複合的な課題が早期に解決され、生活を脅かされずに環境を

維持する体制が整っています。 

 

第４節　人生100年時代を迎え、 
誰もが学んだ成果を地域で活かして輝けるまち 

l 子どもの権利が守られ、子ども参加のまちづくりが進められています。 

l 学校・就学前施設・家庭・地域が連携して、子どもたちの“学び”・“育ち”を支援するとともに、乳

幼児・児童・生徒が、良好かつ安全・安心で快適な環境のもと、質の高い充実した教育・保育を

受けています。 

l 乳幼児・児童・生徒が、基本的信頼感や自己肯定感を育めるよう支援を受け、様々な体験のも

と生きる力を育み、健やかに育っています。 

l 子育てと仕事を両立できる環境が整っています。 

l 多くの市民がスポーツに親しむことで、健康で幸せに生活することはもとより、その経験を地域

で活かすなど、潤いや生きがいのある活動ができています。 

l 市民が、互いの人権を尊重し、一人ひとりが尊厳を持ち、それぞれの違いを認め合って、すべて

の人がいきいきと安心して暮らしています。 

l 地域での困りごとなどの地域課題が、分野を超えた活動の連携により解消されるなど、地域で

の学びが活かされる場が育まれています。 

l 市民が、地域の歴史と文化を理解し、誇りを持って暮らしています。 

l 生涯学習の多様なニーズを捉え、市民・行政などによるソーシャルメディアなどを活用した学び

の場が展開され、子どもから高齢者まで気軽に学ぶ機会が身近にあります。 

l 多文化共生や国際理解を深め、親しみを持って交流することで、外国人も生活しやすい豊かな

環境が育まれています。  
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第５節　にぎわいと交流を促し、自然環境と調和した未来のまち 

l 商工業や農業、漁業などの地域産業が活性化し、担い手が増加しています。 

l 地場産業や自然環境をはじめとする地域の魅力を活かしつつ、社会環境の変化に対応した観

光産業が振興し、多くの来訪者が訪れるとともに、地域経済が安定し、市民が誇りと愛着を持

つにぎわいのあるまちを形成しています。 

l Society5.0においてスマートシティ化が推進され、新しい技術が導入されることで、地域のニ

ーズに対応できるまちを形成しています。 

l 地場産業の活性化や新たな産業の誘致により、良質な地場産品が流通するとともに、雇用が十

分に確保され、市民が将来にわたって安定した暮らしを送っています。 

l 市民が、魅力ある街並みを理解し、保全に努めるとともに、海や山をはじめ自然環境と調和し

た住環境のもと、心豊かな暮らしを送っています。 

l 日常的な修繕などを計画的に実施し、公共インフラ・施設の長寿命化を図るとともに、多様な主

体と連携しながら、持続可能な維持管理の仕組みが構築されています。 

l 道路や公共交通網が整い、市民が安全で快適に移動しています。 

 

第６節　持続可能な発展を支える行政経営のまち 

l 限られた経営資源を活かした効率的、公平かつ適正な行政経営により、最大の成果を実現し、

持続可能な発展を支える行政を、市民は信頼しています。 

l 健全な財政基盤を築き、民間のノウハウや活力を積極的に導入し、経費の節減に取り組むとと

もに、サービスの向上が図られています。 

l 確実な経営の実践に向けて、職員の意識の醸成や人材育成支援が行われ、自治体経営を支え

る組織づくりが進められています。 

l ICTの活用を推進し、市民生活の質の向上に取り組むとともに、事務の効率化・迅速化が図ら

れています。 
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第３章　土地利用の基本方針 
本市のめざすべき将来ビジョン・将来の都市像を実現するため、また自然環境に配慮した持続

可能なまちづくりに向けて、生活環境の豊かさを保ち、地域の活力が維持・向上するよう、計画的

な土地利用を図ります。 

 

第１節　社会環境の変化 

①　人口密度の低下による影響 

少子高齢化の進行とともに人口減少が進み、地域内で空き家・空き地などが増加してきていま

す。新規住民の流入が鈍化してきている地域もあるため、一定の人口密度を維持しつつ、地域内で

のコミュニティ形成や維持を進めていくことが難しくなっていくことが予想されます。また、将来、

空き家・空き地の増加や商業施設などの衰退、快適な住環境の維持・向上が難しくなっていくこと

などが懸念されます。 

 

②　地域の高齢化とコミュニティ機能の低下 

本市は昭和40年代から50年代にかけ、ニュータウン開発を進め、ベッドタウンとして居住者が

増加してきました。現在、当該ニュータウンは高齢化が急速に進みつつあり、経済活動の低下やコ

ミュニティの縮小などの課題を抱えています。 

 

③　社会環境の変化に対応した交通網など 

本市は、関西国際空港から近く、第二阪和国道が整備され、また大阪方面と和歌山方面を結ぶ

高速道路を含めた自動車道が接続する環境により、多くの人や物が市内を縦横断しています。広

域都市間アクセスが容易になった関西国際空港圏として、主に企業などの受入強化に向けた環境

整備が求められています。 

 

第２節　土地利用にかかる検討の視点 

視点①　中心市街地や地域の拠点を核としたにぎわいの創出 

人口減少・少子高齢化が見込まれる人口構造に加え、近隣における大規模小売店舗の出店やネ

ット小売店舗の台頭により、地域内消費が低下しつつあります。地域特性にあった産業の育成や市

民による起業・創業、新たな企業誘致に向けた取組などを推進し、産業面の活性化を図ることが必

要です。 

また、中心市街の生活の利便性を向上させ、祭りや駅前などの空間を活用したイベントなどを通

じて、市民間や来訪者との交流を促進していくことが求められています。市民や事業者は、地元に

密着した地域コミュニティの担い手としての役割も求められることから、市と連携し、魅力のある

祭りやイベントを開催するなど、地域全体を経営していく視点に立ったにぎわう仕掛けや取組を展

開していくことが重要です。 
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視点②　市全体を考えた広域的・有機的なつながりを活かしたまちづくり 

広域的にみると、本市は、関西国際空港の交通圏内であるとともに、第二阪和国道により南北

につながる要地であるとみることができます。しかし、現状としては、新たな産業立地による産業

振興を進めるには、誘致する土地に限りがあります。 

交通の要地としての機能を発揮しつつ、地場産業や新たな産業立地などによる振興を図りなが

ら、市内の拠点などにおけるエリアマネジメントなどを推進することで、にぎわいのまちづくりと

連携しつつ、市内での雇用の確保といった職住近接のまちづくりをしていくことが重要です。 

また、市全体の回遊性という観点からは、交通の軸（駅など）や観光の軸（観光拠点など）につな

がりを持たせ、市内における交流人口の増加を促していくことが重要です。 

本市において土地利用を進めていく際には、海岸資源・海洋資源や丘陵地における森林資源な

どの自然環境並びに街並みを保全し、景観などに配慮した自然と調和したまちづくりが重要です。 

 

視点③　地域を活性化させる拠点の形成 

地域コミュニティの希薄化や地域の担い手の不足などに対処し、持続可能なまちづくりを支援

するため、公共施設などを活用した地区拠点を形成していくことが重要です。 

また、人口減少や財政の悪化などが起こるなか、将来のまちの構造を見据えたまちづくりが求

められる一方で、地域活性化や多様なコミュニティをつないでいくことができる都市のあり方を定

めていくことが重要です。拠点形成の面からは、地域属性に応じた課題の解決を果たす活動を支

援しつつ、支え合いの拠点となるよう、市内を４つのエリア（尾崎・西鳥取・東鳥取・下荘地区）に分

け、発展させていくことが重要です。 
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第３節　土地利用の方向性 

土地利用の方向性は、重点基本方針と合わせた横断的な施策展開へつなげるため、本市におけ

る方向性から抽出した次の３つの「求められる視点」や「土地利用にかかる検討の視点」を踏まえ、

構成します。 

 

①　にぎわいのある拠点の創出（視点１、①） 

持続可能なまちづくりへ発展させていくため、尾崎駅周辺と市役所などの都市拠点を中心拠点

として位置づけます。尾崎駅周辺エリアの都市機能を強化していくため、エリアマネジメントの考え

方を導入し、持続可能な管理運営、利害の関係する主体（ステークホルダー）が主体的に管理運営

する仕組みなど、共創や公民連携のまちづくりを進めます。 

公共交通でのアクセス性が確保され、過度に車依存しない、生活サービスやコミュニティが持続

的に確保される住環境づくりをめざしていくため、「歩く文化」の形成の核として、公共交通ネット

ワークの形成により出かけやすいまちづくりを推進します。 

 

②　ポテンシャルを活かす土地利用（視点３、②） 

大阪市や和歌山市などの南北の都市の発展や近隣市町のにぎわい拠点などを考慮しつつ、関

西国際空港圏や広域交通網などによるポテンシャルを活かした産業の誘致を推進します。内陸丘

陵部地域においては、周辺の自然環境との調和を図りつつ、広域幹線道路を活かし、産業誘致に

よる土地利用を促進します。また、広域交通網の整備促進に伴う産業の誘致により、雇用創出や地

域活性化などのまちの発展・経済に寄与することが期待できます。 

山間部に位置する山中渓地区及び海辺に位置するせんなん里海公園などにおいては、ポテンシ

ャルを活かし、市域の観光・レジャー機能の充実をめざし、レクリエーションなどにおける観光連携

を図ります。 

 

③　新たな価値の創造（視点１，２、③） 

既存市街地や市街地誘導ゾーンにおいては、地域コミュニティの規模を勘案し、多機能なコミュ

ニティ拠点づくりを推進し、福祉システムなどと合致したまちの設計や既存ストックの有効活用に

取り組みます。また、新しい働き方への対応など、多様なライフスタイルや生活圏で暮らせる空間

を検討し、新しい価値の創造を図ることで、移住・定住を促進します。 

 

④　良好な自然環境の保全 

森林や海辺を含む災害防止などの公益的な役割を果たす地域や、野生動植物などの貴重な資

源が存在する地域などは、自然環境の保全や森林資源・海洋資源の育成などを推進します。また、

豊かな里山・里海で形成される自然環境を守るとともに、これらの地域資源を最大限に活かした

美しい魅力ある地域づくりを推進します。  
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第４節　新しい土地利用にかかる基本方針図 

①　ゾーン・拠点・連携軸の設定図 
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区分 土地利用の方針

 

拠点

中心拠点

尾崎駅前のにぎわい創出や中心市街地の活性

化、利便性のある良好な住宅地、地域をネットワ

ークする公共交通網など、快適で機能的な都市

環境を整備します。 

また、尾崎駅周辺エリアを中心としたエリアマネ

ジメントの手法などにより、中心市街地にふさわ

しい魅力とにぎわいのあるまちづくりを進めま

す。

 

地区拠点

身近な生活圏域において多機能な住民自治を構

築していくため、生涯学習やまちづくりなどのコ

ミュニティ活動を推進していく拠点を形成しま

す。

 

観光拠点

山中渓地区は、紀州街道の歴史的な街並みを活

かし、景観に配慮した回遊性のあるエリアとしま

す。 

せんなん里海公園では、観光レクリエーション活

動を推進します。

 

ゾーン

環境に配慮された 

産業誘致ゾーン

周辺の自然環境との調和を図りつつ、国道26号

（第二阪和国道）などの広域幹線道路を活かし、

産業誘致による土地利用の促進を図るゾーンと

します。

 

市街地誘導ゾーン

中心拠点を支援・補完する機能として、医療・福

祉施設や良好な住宅地形成を促進するゾーンと

します。

 

森林ゾーン

災害防止などの公益的な役割を果たしている地

域、野生動植物などの貴重な資源が存在する地域

などの保存、森林資源の育成などに努めるととも

に、ハイキングやキャンプ、森林浴、里山など自然

環境を活かしたレクリエーションや体験学習の場

となる土地利用を進めるゾーンとします。

 

海辺ゾーン

生活広域軸に沿った周辺居住環境に配慮しつつ、

歴史文化や古い街並みなどを継承した歴史文化

資源や観光資源を活用した土地利用を進めるゾ

ーンとします。また、せんなん里海公園において

は、市域の観光・レジャー機能の充実をめざした

土地利用の促進を図ります。
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区分 土地利用の方針

 

広域・ 

連携軸

生活広域軸

尾崎駅・鳥取ノ荘駅・箱作駅・和泉鳥取駅周辺や

近隣都市との市民の生活動線として、広域幹線

道路や鉄道などの公共交通ネットワークを進め、

市民の利便性を向上させ、市民生活の活性化を

図ります。

 

産業広域軸

第二阪和国道の交通アクセスの利便性を活用し、

広域で物流・産業の流動化を図ります。また、周

辺環境に配慮しつつ、産業誘致を促進し、雇用の

場となる活力ある産業の創出など、地域経済の

発展を進めます。

 

観光連携軸

中心拠点を基点として、海や山の自然環境、歴史

的観光資源などのある拠点をつなぎます。また、

豊かな自然が残る和泉山脈のハイキングコース

や海浜レジャー・レクリエーション空間を活かし、

市内の回遊を促します。
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序
論

基
本
構
想

基
本
計
画

第４章　計画の進行管理と行政評価の考え方 
計画の進行管理は、施策ごとに、PDCAサイクル(*5)に沿った定期的な行政評価と改善を基本と

して実施し、具体的な成果の創出と成果の見える化を進めます。これらを進めるにあたり、施策・

事務事業の構築・改善や、各施策に掲げる指標の達成状況の分析や状況に応じた指標への更新な

どを行うときは、事例や経験など主観的な要素のみでなく、根拠に基づく企画立案（EBPM(*6)）の

考え方を重視し、統計データや関連データなどの客観的な要素を根拠とした実効性の高い企画立

案・改善に取り組みます。 

また、変化が激しく将来の予測が困難な社会・経済情勢に臨機応変に対応していくため、施策の

実施に際して即応性を求められる業務などにあたっては、ウーダ（OODA）ループの考え方を参考

に、短い間隔での試行と意思決定の積み重ねを重視して取り組みます。 

施策の評価にあたっては、毎年内部評価として施策の点検・評価を行うほか、特に関心の高い施

策については、内部評価に加えて市民や学識経験者による外部評価などを実施します。 

(*5) PDCAサイクル 
ある活動を継続的に改善させていくための取組手法の１つ。「Plan（計画）」⇒「Do（実行）」⇒「Check（評

価）」⇒「Action（改善）」の４段階のサイクルからなり、Actionを次サイクルの「Plan」につなげることで、継

続的な改善を実現するというもの。 
(*6) EBPM 

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング（証拠に基づく政策立案）とは、政策の企画をその場限りのエピソ

ードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。
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◆　基本計画の見方 
 

施策の方向性や、要約した

めざす姿を示しています

４年後に到達していたい

内容を記載しています

めざす姿とのギャップや現在

の取組などを記載しています

現状を受けて設定した課題を記載し

ています 

※課題は複層的・重層的なものもあり、現状

と課題は１対１の関係ではありません

市長と子どもとの意見交換会（口絵参照）

から、施策に関連する子どもの意見を記載

しています

施策に紐づいている関連

計画を示しています

施策を展開する主管課を

示しています
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序
論

基
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構
想

基
本
計
画

施策と適合する重点基本方針を示しています

４年間の取組と指標を示しています

ONE ACTIONは、４年間で特に達成した

い取組を掲げています

市民・団体・企業が、施策の実現に向けて

連携することなどを示しています

この計画を手に取ったあなたが、施策の実現に向けた

１歩を踏み出す取組を考え、書き込める欄です
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１ 協働・共創社会の形成と促進

◆一人ひとりが持つ多様な価値観を活かし、活躍しやすいまちづくりを進めています。

l 協働・共創による課題解決型ビジネスなどの社会的起

業、文化・芸術の表現など、まちを「舞台」とした、誰もが

親しみ表現できる環境を整え、多様な年代がチャレンジ

（＝自己実現）できるまちづくりを行っています。 

l ゆるやかな関係性を軸としたふるさと（＝「ゆるさと」）を

推進し、助け合い、お互いさまのまちづくりを行っていま

す。

めざす姿

l 市民の「協働のまちづくり」への理解や関心は

深まりつつありますが、活動者の固定化や新し

い担い手の不足が生じています。 

l 今まで市民協働関連事業によって、一定程度

の市民や団体の提案が寄せられてきましたが、

その件数は年々減少傾向にあります。 

l 「協働のまちづくり」を推進するための仕組み

として、全庁横断的に市民協働庁内推進委員

を配置し、協働の意識醸成に取り組んでいま

す。

現状

l 「協働のまちづくり」を推進するために、市民活動の

中間支援組織である市民活動センターの役割や機能

の強化、多様な主体との連携が求められています。 

l まちの活性化をめざす市民や団体の提案を多く集め

るとともに、提案の実現に向けた支援の仕組みが求

められています。 

l 協働・共創をさらに推進していくために、庁内の協

働・共創に対する意識の強化が求められています。 

l 市民の自主的な活動を生み出す仕掛けづくりに取り

組むために、他地域で先進的に活躍している人や専

門家から学ぶ機会を設けるなど、キーパーソンを育

成することが求められています。

関連計画など 

・自治基本条例　・市民参画手続条例 

・住民投票条例

主担当課 

・市民共創課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 阪南アンバサダー制度に登録し

たプレイヤーと一緒にまちづくり

に取り組みます。 

 

l 市内外から本市で活躍したい人

が参画し、自らが担い手になって

「私のONE ACTION」を生み出

し、それぞれが自律的に活躍する

きっかけを得る場として、プラッ

トフォームの形成に市民とともに

取り組みます。 

 

阪南アンバサダ

ー登録者数

 

人 

（累計）

 

－

 

80

 l 活動をしたい市民や事業者など

をつなぐためのハブとして、市民

活動センターの協力者となる人

材を発掘し、育成します。

市民活動センタ

ーにおける多様

な主体とのコー

ディネート件数

件 14 30

 l 市民協働施策の目的や効果など

について、市民に分かりやすい情

報発信を行います。

市民公益活動団

体の新規登録数 

団体 

（累計） 
— 10 

 l 全庁横断的な連携の仕組みをさ

らに強化し、市民や団体の提案の

実現に向け支援します。

 l 人材発掘や生きがい、働きがい

のある事業を創出するため、関係

機関などと連携しながら課題解

決型ビジネスの取組について支

援します。

l 地域課題を共有し、「わがごと」として解決に取り組みます。 

l 文化・芸術活動、イベント開催など、まちを舞台として楽しみながら活動

に取り組みます。 

l 市や地域の取組に積極的に参加することで、協働・共創によるまちづくり

を推進します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　②ゆるやかな関係性によるまちづくり 

③チャレンジできるまちづくり 

⑩自分らしく輝ける「舞台」まちづくり 

市民活動団体のイベント

阪南アンバサダーミーティング＆交流会

まちづくりのイベント

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「地域のつながりって大切」 

「自分たちもつながろう」

課題
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２ 地域コミュニティの活性化

◆ゆるやかなつながりを活かした地域運営を行い、住みよいまちづくりを進めています。

l 様々な活動主体がゆるやかにつながり、地域課題に対し

て強みを活かし解決していけるよう、市民一人ひとりの

知恵や力を発揮できる地域となっています。 

l 市民、NPO法人、地縁団体及び行政などの多様な主体

が、地域の情報を共有し、地域まちづくり協議会（地域運

営組織）を中心として、課題解決に向け主体的に参画・協

働しています。

めざす姿

l 就職・進学による市外への人口流出は増加傾

向に、また、20代・30代のファミリー層の流入

は減少傾向となっています。 

l 自治会加入率は、高齢化の進展や役員の負担

感などにより、全世帯の48.6％（令和６年末現

在）と継続して減少傾向にあります。また、価値

観の多様性などにより地域コミュニティの希薄

化や地域におけるまちづくりの後継者不足が

生じています。 

l 自治会連合会などにおける地域デジタル支援

アプリの導入により、迅速な情報共有とデジタ

ル化が進んでいます。 

l 市民や団体が価値観の多様性を尊重し、地域

における社会課題を話し合い、解決できる仕組

みが整っていません。

現状

l 転入者や20代・30代のファミリー層が地域活

動へ参画しやすい仕組みづくりが求められてい

ます。 

l 市民活動センターを核とした協働・共創が生ま

れるためのネットワークづくりが求められてい

ます。 

l 地域における拠点づくりと拠点を中心としたエ

リアマネジメントによるまちの活性化に取り組

むことが求められています。

課題

関連計画など 

・自治基本条例 

・地域まちづくり協議会条例

主担当課 

・市民共創課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

l 行政と市民活動センターが、市

民とともに地域課題の解決に向

けた仕組みづくりに取り組みま

す。
地域まちづくり

協議会設置数

団体 

（累計）
－ 4

各圏域（尾崎、東鳥

取、西鳥取、下荘地

区）に１か所設置
l 「『地域まちづくり協議会』設立

に向けたガイドライン」に基づ

き、後方支援を実施するととも

に、試行的に配置する地域担当

職員により、地区ごとの課題に

即したエリアマネジメントを支援

します。

l 多様な主体が、地域の情報を共有

し、地域運営組織などを中心とし

て、地域課題の解決に向けた活動

を行うことを支援します。
地域課題 

把握数

件 

（延べ）
－ 4

職員及び市民活動

センター職員が把握

した地域課題の件

数
l SNS、ICTを活用した地域活動

を支援します。

l まちづくりの担い手や後継者不足に対応するため、各種行事や活動な

どへの若い世代の参加促進や、転入者が参加しやすい環境づくりに取

り組みます。 

l 地域で活動しようと考えている人材を発掘したり、活躍している人材か

らノウハウを学んだりするなど、自ら地域づくりに取り組みます。 

l 地域運営組織などを中心として、様々な地域の情報を共有し、まちづく

り拠点の運営や自立した地域運営を行います。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　②ゆるやかな関係性によるまちづくり

地域まちづくり自慢大会

地域力支援研修

「地域まちづくり協議会」設立に向けたガイドライン
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 取組 指標 単位
基準値 
（R6）

目標値 
（R11）

指標の考え方

 
 

l 市民へのサービスの質の向上に
つながる実証実験を実施しま
す。

実証実験 

取組数

件 

（累計）
14 20

 l 本市の自然豊かな里山・里海を
活かしたカーボンニュートラル
の取組を進めます。

里山・里海の 

活動件数
件 ６ ↗

 l 阪南市を舞台にSDGsに取り組
む事業者、団体及び教育機関な
どを登録・活動の見える化を行
い、連携によるSDGsの達成を
めざす機運の醸成とさらなる取
組の推進を図ります。

はんなん・Co-
ベネフィット創
出ネットワーク

(*)会員数

件 

（累計）
91 140

令和5年度から件
数

 l 多様な団体・企業・大学などと
包括連携協定を結び、地域の課
題解決に向けた取組を実施しま
す。

新規包括連携 
協定数

件 
（累計）

16 20

市の結んでいる協
定中、相手方が自
治体・地域団体で
あるものを除いた
数

 
l 魅力的な地域づくりに向けて、

学生や現役世代の主体的な活動
を支援します。

3 公民連携を推進するまちづくり

◆市民を中心とし、産官学など多様な組織が連携し、地域課題解決に向けて取り組んでいます。

l 市民・団体・企業・教育機関・行政などが、協働・共創を推

進していくため、誰もが地域課題を話し合い、解決に向け

て取り組みやすい環境が整っています。 

l 企業や金融機関などの外部活力を継続的に受け入れる

とともに、公民連携を積極的に進めています。 

l 多様な団体・企業と協定を結び、地域課題解決に向けた

連携事業を展開しています。

めざす姿

l 団体・企業・教育機関などとの連携協定などに

基づき、広く提案を受け、地域課題について話

し合っています。 

l 多様な団体・企業などと包括連携協定を締結し

ています。 

l 市民のニーズが多様化し、また社会課題が複雑

化してきています。 

l 先端技術やアイデアを受け入れるための実証

実験を行っています。 

l 大学などと連携したフィールドワークを伴う地

域課題解決プロジェクトの取組を行っていま

す。

現状

l 多様な団体・企業との包括連携協定を有効活用し、

市民サービスの向上につながる仕組みづくりが求め

られています。 

l 地域運営組織などと連携し、地域の課題を集め、多

様な主体と連携するための話し合う場の取りまとめ

役が求められています。 

l 新たな付加価値を得るため、産官学の連携や企業の

実証実験などを継続的に実施できる環境を整えるこ

とが求められています。 

l 進学を契機として都市圏への若者の転出超過が続い

ている中、若者の力を活かした魅力的な地域づくり

や未来の地域づくり人材の育成・還流の取組が求め

られています。 

関連計画など 

・総合戦略 

・SDGs未来都市計画

主担当課 

・まちの活力創造課、企画課、市民共創課

取組方針

l 身近な地域課題に関心を持ち、自らができることから取り組みます。 

l 連携している団体・企業・教育機関などが、役割や機能を分担しながら

連携事業を実施するとともに、多様な分野において交流を進めます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

企業との包括連携協定に基づくインターネットＴＶ

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわ

いを創出するまちづくり

課題

はんなん・Co－ベネフィット 

創出ネットワーク会員交流会

(*)　はんなん・Co‐ベネフィット創出ネットワーク：事業者、団体及び教育機関などが、SDGsの達成に向けて阪南市を舞

台として取り組む内容を紹介することで、市全体でのSDGsの取組の見える化を図り、各ステークホルダーの主体的な行

動や連携によるSDGsの達成をめざす機運の醸成とさらなる取組の推進を図ること。

自治体SDGsモデル事業概要
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l まちづくり活動や地域活動においては、市民活動センターや企業との

連携、ボランティアへの参加・促進など関係人口の拡大を視野に入れ取

り組みます。 

l 日常の暮らしの中で、本市の魅力を見つけ、会話やSNSなどでのコミ

ュニケーションを通して共有します。 

l 地域の団体や事業所などは、自らの紹介の際、市の魅力や役立つ情報

も合わせて発信します。

4

関連計画など 

・総合戦略 

・公式SNS運用方針

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 移住の受入体制を整備し、移

住促進につなげます。 

l 転出を抑制し、人口の定着を

図るため、市民が愛着と誇り

を持てるまちづくりの企画・活

動を推進します。

人口社会 
増減数

人 -225 ±０

l 移住相談に積極的に取り組み

ます。

移住相談件数

（令和４年度開

設）

件 

（累計）
58 200

令和４年度から

の件数

l 市全体としての発信力強化を

図るため、各広報ツールの特

性を踏まえ、活用します。

市ウェブサイト

アクセス件数
件 2,096,512 2,201,338

市 ウェ ブサ イト

総アクセス件数

（年間）

l 受け手を意識した効果的な情

報伝達に取り組みます。

市公式SNS 
フォロワー数

人 

（累計）
11,343 15,400

Instagram 、

LINE 、 X 、

Facebook 、

YouTube の フ

ォロワー数の合

計

l 市民を対象にしたインナープ

ロモーションにより、阪南ファ

ンづくりに取り組みます。

移住・定住WEBサイト 

l 広報誌や市ウェブサイトなど（ホームページ及

びSNS）による情報発信を行っています。 

l ICTを活用した施策やSNS(Facebook、X、

Instagram、LINEなど)などの活用が十分に

行われていません。 

l 近年、若い世代の流出超過が進むとともに、フ

ァミリー層の流入も減少傾向にあります。 

l 地域活動をこれまで担ってきた方の高齢化が

進み、地域課題を解決していく新たな担い手が

減少しています。 

l 関係人口を増やすための効果的な情報発信が

できていません。

現状

l 多様な主体と協働によるまちづくりを推進するため

には、分かりやすい情報提供を行い、十分な情報共

有が求められています。 

l SNSにおける各媒体の情報発信力を強化し、若い世

代を中心とした受け手を意識した効果的な情報伝達

の推進が求められています。 

l 移住・定住は、中長期的な視点に立ち、関係人口（＝

阪南ファン）を増やしていく取組を進めていくことが

求められています。 

l 移住・定住希望者に寄り添う地域づくりが求められ

ています。 

l 市民に向けたインナープロモーションを効果的に行

っていくことと合わせて、関係人口を増やしていく地

域づくりが求められています。

課題

シティプロモーションの充実

◆市の魅力を効果的に情報発信し、都市ブランドイメージを高めるとともに移住・定住を促進します。

l 市民が市政に関心を持ち、相互の情報を必要に応じて共

有しています。 

l まちの魅力や情報が多様な媒体を通して広く発信されて

います。

めざす姿

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　②ゆるやかな関係性によるまちづくり 

③チャレンジできるまちづくり 

⑧新しい生活様式や技術に対応するまちづくり 

出張移住相談窓口

阪南市公式　Instagram

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「いいところなのに知られていない」 

「もっとにぎやかになってほしい」

主担当課 

・まちの活力創造課、市民共創課
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l 男女共同参画社会の形成に向け、子育てしながら仕

事ができる環境や、仕事と生活の調和(ワークライフ

バランス)、女性のキャリア形成支援、市民の意識を

高める取組などが求められています。 

l 活動者がより活躍できるよう、男女の役割意識の解

消などの周知を行うことが求められています。 

l すべての市民が性別にかかわらずあらゆる分野で活

躍できる社会づくりのためには、意思決定の場への

女性の参画を拡大させていくことが求められていま

す。 

l 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律に基づき、配偶者からの暴力を防止し、被害

者を支援する取組が求められています。

5 男女共同参画社会・女性の活躍推進の形成

◆仕事と生活の調和を図り、地域で活躍する人を増やす支援をします。

l 地域コミュニティにおける課題を地域が共有し、課題解決

に向けて自ら取り組むことができる仕組みが構築されて

おり、地域の特性に応じたまちづくりができています。 

l 子育てなどに焦点を合わせた地域課題の解決に向けた

活動など、自身の経験やスキル・ノウハウを活用して、住

みよい環境を整えるまちづくりが推進されています。 

l 男女が、互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる社会に暮

らしています。

めざす姿

l 地域課題を解決していく新たな地域の担い手

が減少してきています。 

l 地域で女性などが活動しやすい環境が、まだ不

足しています。 

l 配偶者などからの深刻な暴力被害の相談が増

えてきています。

現状

関連計画など 

・男女共同参画プラン 

主担当課 

・人権推進課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l NPO法人と市民活動団体にお

ける女性割合の増加をめざしま

す。

NPO法人・市民

公益活動団体代

表者中女性の 

割合

％ 49 ↗

l 阪南市第３次男女共同参画プラ

ンで目標値を設定している審議

会などの女性委員比率につい

て、推進します。

市民団体との協

働による啓発事

業への参加数

人 599 650

女と男のハート

フル講座 、人 権

を考える市民の

集いの参加者数

審議会などにお

ける女性委員の

比率

％ 33.5 40

地方自治法第１

38 条 の ４ 第 ３

項 ・ 202 条 の ３

を根拠とし、条例

などにて規定し

ている審議会な

ど

女性総合相談件

数延べ件数
件 293 300

人権協会委託、

女性相談部門へ

の相談件数

女性総合相談事

業における解決

割合

％ 100 100

l 男女平等に対する人権意識の確立と高揚に努めます。 

l 男女が社会の対等な構成員であるという意識を持ちます。 

l 事業者は、雇用機会の均等や男女差、女性の就労条件の是正など、女

性の自立と能力発揮の場を拡大します。 

l ドメスティックバイオレンス(DV)及びデートDVを正しく理解し、事象の

発生を防ぎます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発

重点　①多様な価値観を尊重したまちづくり 

⑤子どもがいきいきと、地域で生活し、学び、遊べ

るまちづくり 

⑧新しい生活様式や技術に対応するまちづくり 

課題

ジェンダー平等な家庭 
（イメージ）

20.2% 20.2% 20.7%

22.6% 22.8%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

管理職（部長・課長・課長代理）における女性の割合

出典：阪南市男女共同参画推進審議会資料
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関連計画など 

・地域福祉推進計画 

・地域防災計画 

主担当課 

・市民福祉課

l 地域のつながりを大切に、ともに支え合い、地域福祉活動に参加します。 

l 各種団体は、地域における福祉課題を解決するため、連携・協働しなが

ら、市民と市役所の橋渡し役となります。 

l 暮らしの悩みや不安をひとりで抱え込まず、CSW、社会福祉協議会、民

生委員児童委員などへ早期に相談します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

災害時要援護者事業の救急キット

１地域共生社会の実現 

出典：第４期地域福祉推進計画

◆誰一人取り残さない、地域を支え合う地域共生社会の実現に取り組みます。

l 地域のつながりの希薄化や子ども・高齢者などの孤独・

日常生活の不安をなくすため、地域の関係機関・団体な

どと連携した地域福祉のネットワークを構築し、誰一人取

り残さない支援体制が整っています。 

l 地域生活課題を把握し、障がいや生活困窮など複合的な

課題に対して、解決を試みることができる生活環境が整

っています。 

l 包括的な相談支援体制の充実により、課題の早期発見と

支援体制が強化され、課題解決に向けた仕組みが整って

います。

めざす姿

l 近年の少子高齢化の進行やライフスタイルの多

様化、核家族化により、地域のつながりが希薄

化し、家庭や地域の支え合う機能が弱まってい

ます。 

l 地域の担い手が高齢化し、不足してきています。 

l 8050問題や少子高齢化の進展などにより、

孤立化や社会的ひきこもりなどの複合的な課

題が増加してくると予想されます。

現状

l 誰もが住み慣れた地域で、安心して健康に暮らして

いくために、地域のつながりを大切にし、協働による

「地域共生社会の実現」に向けた取組の推進が求め

られています。 

l 地域の担い手を確保することが求められています。 

l 高齢者や障がい者、子育て世帯などの分野別の福祉

制度をはじめ、ひきこもりや生活困窮などの多様化

する福祉課題解決のための総合的な福祉施策の推

進が求められています。 

l 地域の関係機関・団体、企業などと連携し、状況が深

刻化する前に支援の手を差し伸べる仕組みづくりが

求められています。 

課題

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 l  

l 地域福祉のネットワーク構築のため

の地域活動や、そのつなぎ手である

CSW（コミュニティソーシャルワー

カー）の周知啓発、情報発信を図り、

地域福祉を支える活動に参画しや

すい仕組みづくりに取り組みます。 

l 地域の関係機関・団体などと連携

し、情報の共有化・ネットワーク化を

促進し、要援護者を支える福祉活動

を充実させるとともに、身近な地域

におけるセーフティネットを構築し

ます。

小地域ネット
ワーク活動延
べ参加者数

人 30,579 33,000

①ひとり暮らし高
齢者食事会などの
校区福祉委員会活
動延べ参加者数 
 
② ま ち な か サ ロ
ン・カフェ延べ参加
者数 
 
①＋②の合計

 l 複合的な課題の解決を図るため、

「断らない相談支援」「参加支援」「地

域づくりに向けた支援」を一体的に

行う重層的支援体制整備事業を実

施します。

「断らない相
談支援」の相

談 
件数

件 38 55

くらし丸ごと相談
室の相談件数及び 
重層的支援会議対
象件数

 l 地域住民が主体的に地域づくりに

参加することができる環境整備、多

機関の協働による相談支援体制の

構築などを通じ、包括的支援体制を

整備します。

地域づくりに
向けた会議の

回数
回 177 180

市及び社会福祉協
議会（校区福祉委
員会含む）で行っ
た地域づくりに向
けた会議の回数

 l CSWが、地域支援活動を各地域で

普遍的に行うことができるよう取り

組みます。 

l CSWや関係機関などと連携し、地

域での暮らしの総合相談事業をさ

らに充実します。

CSWによる
相談件数

件 2,821 3,000
CSWが受けた 
相談件数

重点 ⑨地域での見守り・支え合いが行き届いたまちづくり 

⑪誰もが安全・安心に、暮らすことができるまちづくり 

校区福祉委員会による講演

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「ボランティア活動に参加したい」 

「積極的にあいさつをしていく」
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２健康づくりの推進

◆子どもから高齢者まで健康的なライフスタイルを身につける健康づくりや安心できる医療体制づくりを行いま

す。 

l 市民一人ひとりが、運動・栄養・休養のバランスを保ち、

ライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組む

ことで、健康寿命を延伸し、将来にわたり健やかで心豊か

に生活しています。 

l 市民病院が地域の中核病院として地域の医療機関と連

携し安定的に良質な医療を提供するなど、市民が安心し

て医療を受けることができる環境が整っています。

めざす姿

l がん検診・特定健診受診率は、全国平均と比較

して低い状況です。 

l 適度な運動習慣・食習慣を身につけている人

は一定の割合にとどまっています。 

l 十分に睡眠をとれていない人やストレスを感じ

ている人がいます。 

l 高齢化や医療技術の進歩により、市民の医療

に対する期待度が増加傾向にあります。

l がん検診と特定健診の同時実施など、市民が各種検

(健)診を受診しやすい環境を整えるとともに、検

(健)診受診の重要性の啓発や習慣化を図ることが求

められています。 

l 生活習慣病の予防のため、子どもから高齢者までラ

イフステージに応じた運動習慣・食習慣が必要となっ

ています。特に、健康に関心のない層へのアプローチ

が求められています。 

l 休養、睡眠、こころの病気に関する正しい知識の普及

啓発が求められています。 

l 地域の医療機関をはじめ、市民や関係団体などと連

携することにより、地域において予防から治療まで

の体制が整い、市民が安心して生活できるよう、保

健・医療・福祉のネットワーク化を進めることが求め

られています。

課題

関連計画など 

・健康増進計画及び食育推進計画、自殺対策計画 

・国民健康保険保健事業実施計画

主担当課 

・健康増進課、保険年金課 

取組方針

l 定期的に検(健)診を受け、疾病の早期発見・早期治療に取り組みます。 

l 運動・栄養・休養の3つのバランスを保ち、生活習慣の改善をめざすとと

もに、健康づくりに関する正しい知識を持って、自身が健康づくりに取り

組むだけでなく、家族や友人、地域の人たちにも普及します。 

l 一人ひとりがかかりつけ医を持ち、自分の病状に応じて医療機関や救急

車を適切に利用します。 

l 地域の医療機関は、市民病院などとの連携に努めます。

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 健康事業の効果的な事業運営

を行うとともに、運動や健康的

な食生活、休養など心身の健康

づくりに関する知識の普及啓発

に取り組みます。

健康寿命 

（男性）

歳

80.3 
（R4）

延伸

大阪府提供資料  
健康寿命 

（女性）

84.1 

（R4）
延伸

 l 検(健)診受診の重要性を啓発
し、がん検診と特定健診の同
時実施など、市民が各種検
(健)診を受診しやすい環境整
備に取り組みます。

がん検診 

受診率
％ 9.1 50

5大がん検診

 特定健診受 

診率
％ 36.1 60

 

l 市民病院は、地域の中核病院
として安定的に良質な医療を
提供します。

紹介患者数 人 5,602 5,992

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点 ⑫楽しく健康に過ごせるまちづくり

運動教室

運動教室 

特定健診（イメージ）

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「体を動かして遊ぶ場所があると、 

もっと健康になる」

現状
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l 子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう、地域の温かい愛情

の中で子どもを育てるとともに、愛情ある子育てを次世代に継承しま

す。 

l 子育てに関する正しい情報や知識の取得に努めます。 

l 悩みをひとりで抱え込まないよう、様々な事業を積極的に利用します。 

l 地域の子育て家庭を見守り、支援を必要とする家庭や気になる家庭があ

れば、関係機関へためらわずに相談します。
子育ておしゃべりサロン

３子育て支援の充実

◆子どもの笑顔と笑い声があふれるまちづくりを進めます。

l 子ども一人ひとりの個性が尊重され、自己肯定感を持って

育まれるとともに、親も子どもの成長などを通じて親とし

て成長していく喜びや生きがいが得られる地域を実現す

るため、地域全体で子育てを支え合っています。 

l 「子どもの最善の利益」が実現されるよう、子どもの人権を

尊重したまちになっています。 

l 子育て世代がひとりで悩みを抱え込まず、安心して出産や

子育てができるよう、地域における子育てを積極的に支援

しています。

めざす姿

l 子育て支援の団体やサークルが市内の各地域

において積極的に活動しています。また、地域

子育て支援拠点を中心に、情報交換や連携を

図る場を設けています。 

l 子育てに関する情報を、広く発信しています。 

l 疾病や生活困窮、協力者の不在などにより、支

援を必要とする保護者がいます。また、地域と

の関わりの希薄化や、子育てに対する不安感

などが保護者の孤立につながっています。 

l 保護者や子どもの状況、また養育環境など、

様々な要因から児童虐待へとつながる恐れが

あります。

現状

l 子育て支援のさらなる推進が求められています。 

l よりよい子育ち・子育ての環境づくりとして、保護者

が自己肯定感を持ち、子どもと向き合える環境を整

えながら、親として子どもの成長に喜びや生きがい

を感じることができるような支援が求められていま

す。 

l 子育てについて、気軽に相談できる場の提供が求め

られています。 

l 保護者が、正しい知識を得る必要があります。 

l 妊産婦や保護者の相談に対応するとともに、必要な

支援の調整や関係機関と連携するなど、切れ目のな

い支援が求められています。 

l 児童虐待の予防及び早期対応のため、さらなる連携

が求められています。

課題

関連計画など 

・子ども・子育て支援事業計画 

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

主担当課 

・こども支援課 

・生涯学習推進室

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 出生児のいる家庭の育児相談を

実施するとともに、子育て情報サ

イトなどにより地域における子育

て情報を提供します。

子育て情報サイトの

年間閲覧件数
件 21,918 24,000

 l 生後２か月頃の乳児のいるすべ

ての家庭を訪問し、子育て情報

の提供や相談支援をします。

こんにちは 

赤ちゃん事業の 

訪問者割合

％ 99 100

年間訪問者／ 
訪問対象者×100 
（小数第二位を四捨五入）

 l 子育て中の親子が気軽につど

い、うちとけた雰囲気の中で交流

できる場を提供します。また、子

育てに関する講座などを通して、

保護者が正しい知識を得られる

よう支援します。

地域子育て支援 

拠点事業の延べ 

利用者数

人回 5,385 5,803

 
l ファミリー・サポート・センター事

業（子どもの預かりなどの相互援

助活動）に関する連絡や調整を行

います。

利用依頼の 

成立割合
％ 99.7 100

サポート成立件数／

（利用依頼件数－利

用取消件数） 

×100 

（小数第二位を四捨五入）

 l 児童の健全な育成のため、保護者

が労働などにより昼間家庭にいな

い児童に対し、適切な遊び及び生

活指導の場を提供します。

放課後児童健全育

成事業の利用児童

数（５月１日）

人 489 600

 l 関係機関と連携し、妊娠期から子

育て期までの切れ目のない支援

に取り組みます。

４か月児健診 

受診率 ％ 97.1 98.0

 l 児童虐待の予防、早期発見、早期

対応を行うために、関係機関な

どが連携して活動します。

重点 ⑤子どもがいきいきと、地域で生活し、学び、遊べるまちづくり 

　　　⑦まちぐるみで子育て力を向上させるまちづくり 

にこにこルーム

あなたの「ONE ACTION」

みんなが一緒にできること

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「子育て支援の充実が必要」 

「子どもの数を増やすには 

どうすれば…」
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関連計画など 

・地域福祉推進計画及び実施計画 

・高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

主担当課 

・介護保険課 ・健康増進課 

・保険年金課

取組方針

(*) 地域包括ケアシステム:地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のこ

と。

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 地域包括ケアシステムのさらな

る深化・推進に向けた取組を進

めます。

地域包括支援 

センターへの 

相談件数

件 

（累計）
9,693 12,000

 l 介護保険制度を安定的にかつ健

全に運営し、要介護(支援)認定

高齢者の生活を支えます。

要介護(支援) 

認定率
％ 23.2 28

65歳以上要介護

(支援)認定者数÷

65歳以上人口

 
l 地域住民と連携することで要介

護(支援)高齢者の見守りなどの

活動を支援します。
認知症 

サポーター 

養成研修

人 

（延べ）
6,496 9,000

認知症サポーター

養成研修受講者数  l 認知症サポーターなどの養成を

はじめ、認知症初期集中支援チ

ーム、認知症地域支援推進員の

設置などにより認知症施策を推

進します。

 
l 地域の介護予防の拠点となるよう

共生型介護予防拠点の整備を行

い、介護予防事業を強化します。 共生型介護 

予防拠点 

利用者数

人 

（延べ）
20,900 26,000

 l 高齢者が身近な地域で参加でき

る介護予防事業・高齢者の生き

がい活動をさらに充実させ、フレ

イル対策を推進します。

l 高齢者が、身近な地域で行われている介護予防教室や通いの場による

介護予防に積極的に参加し、要介護(支援)状態とならないよう自らの健

康づくりに努めます。 

l 介護保険制度を適切に利用し、重度化を予防します。 

l 高齢者が、身近な地域で行われている生きがい活動に積極的に参加し、

社会参加に努めます。 

l 認知症や介護が必要な高齢者への理解を深め、地域ぐるみで見守ります。 

l 関係団体や企業などが、行政と連携し、認知症をはじめ健康づくりなど

に向けた公民連携を進めています。 

みんなが一緒にできること

いきいき百歳体操 

l 認知症高齢者が増加しています。 

l 少子高齢化の進展により8050問

題など、高齢者の孤立化や社会的ひ

きこもりなどの複合的な課題が増加

してくると考えられます。 

l 生産年齢人口の減少に伴い、介護人

材の確保がますます困難になってい

ます。 

l 地域包括ケアシステムのさらなる深

化が必要であり、地域の多様な主体

との連携が求められています。

現状

l 生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防だけでなく、福祉サービスを含めた様々な生

活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるよう、地域包括ケアシステム(*)のさらな

る深化・推進が求められています。 

l 支援が必要な高齢者や認知症高齢者について、早期発見・診断・治療が実施できるような環境づくりの強化

や、認知症への正しい理解を啓発することが求められています。 

l 介護予防拠点の整備を通じて、地域と市民ニーズに沿った介護予防施策の推進が求められています。 

l 日常における生きがい・健康づくりといった社会とつながるコミュニティの継続・維持が求められています。 

l 認知症やフレイルの予備軍などに対して、介護予防のための効果的な仕組みづくりが求められています。

実績は住民基本台帳（各年９月末現在）、推計はコーホート変化率法による推計 

出典：介護保険課資料課題

４高齢者福祉・介護の充実 

◆高齢者が自分らしく生活できる地域づくりを進めます。

l 高齢者やその家族が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし

続けています。 

l 高齢者やその家族が、健康で文化的な生活を営み、介護を

行う家族も支援を受けながら仕事を続けられています。 

l 高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生きが

いを持ち、役割を果たしながら暮らし続けています。 

l 高齢者が地域で自立した生活を継続できるよう、地域包括

ケアシステムが整っています。

めざす姿

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑨地域での見守り・支え合いが行き届いたまちづくり 

　　　⑪誰もが安全・安心に、暮らすことができるまちづくり 

　　　⑫楽しく健康に過ごせるまちづくり 

マスターズカフェ（認知症カフェ） 
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関連計画など 

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉

計画 

・障害者施策推進協議会条例

主担当課 

・市民福祉課

５障がい者福祉の充実 

◆誰もが、地域で安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます。

l 障がいのある人が自ら意思決定できるよう支援し、自己

決定を尊重できる社会となっています。 

l 障がい者（児）が、住み慣れた地域で、充実した障がい福

祉サービスを受けています。 

l 福祉施設などから地域生活への移行、就労支援、親元か

らの自立にかかる相談など、自立支援により安心して地

域で生活できるようになっています。 

l 障害者差別解消法が広く理解・認識され、より住みよい

社会となっています。

めざす姿

l 悩みや困ったときの相談相手で、「家族や親せ

き」と答えた人は66.9％であり、暮らしやすい

まちづくりのために必要なことで、「なんでも

相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」

と答えた人は47.4％です。 

l 相談支援専門員が不足しています。 

l 就職者の定着支援、離職者の再チャレンジ支援

は、地域自立支援協議会の就労・生活支援部会

を中心に検討を重ねていますが、システムの構

築には至っていません。 

l 「障がいに対する差別などを受けたことがある

または少しある」と答えた人は51.1％です。

現状

l ノーマライゼーションの理念に基づき、障がい者が住

み慣れた地域で自立して生活ができる環境づくり

や、障がい者のライフステージに応じた総合的な支

援が求められています。 

l 障がい者に対して、地域から孤立しない社会づくり

が求められています。 

l ハローワークや障がい者就業・生活支援センターをは

じめとする地域の関係機関が密接に連携した支援体

制の強化が求められています。 

l 啓発や交流活動などを通じて障がいを理由とする差

別の解消が求められています。 

l 計画相談支援の体制整備が求められています。

課題

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 障がい者が安心して生活してい

くための総合的かつ重層的な相

談支援体制を整備します。

計画相談支援 

利用者数
人 118

138 
（R8）

 
l 障がい者が能力に応じて雇用の

場につくことができるよう就労

支援を推進します。

就労移行支援利

用者のうち、一

般就労への移行

者数

人 5
5 

(R8)

 
l 障がい者が自立して生活してい

くため、グループホームなどの居

住系サービスを整備します。

共同生活援助 

利用者数
人 121

163 
(R8)

l 社会福祉協議会やNPO法人などの団体がそれぞれの特性を活かした障

がい者支援活動に取り組むとともに、関係機関が連携し、地域における

障がい者支援のためのセーフティネットの構築に市民、当事者団体も参

加します。 

l 障がい者に対する支援活動に積極的に参加します。 

l 障がいの有無にかかわらず、人としての尊厳を重んじるとともに、地域

社会の一員として人権を尊重し合い、ともに支え合います。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑪誰もが安全・安心に、暮らすことができるまちづくり

ほっとステーション／ふくしのてびき

ヘルプマーク

差別や嫌な思いをした経験 

出典：第４次阪南市障がい者基本計画及び第７期阪南市

障がい福祉計画・第３期阪南市障がい児福祉計

画
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６生活支援の充実 

◆地域とつながり、安全・安心に自立した生活を営めるよう、生活支援を行います。

l 地域のつながりの希薄化や高齢者などの孤独・日常生活

の不安をなくすため、社会福祉協議会、各地区の自治会・

民生委員児童委員、校区・地区委員会、CSW、地域包括

支援センターなどと連携し、誰一人取り残さない支援体

制が構築されています。 

l 多様な団体による交流活動や、多機関・多分野の関係者

が話し合う会議を開催するなど、包括的かつ地域や家庭

環境に合わせた支援が行われています。 

l 市民は、最低限度の生活が保障され、地域社会の一員と

して自立した生活を営んでいます。

めざす姿

l 社会構造の変化により、非正規雇用問題や所

得格差などが生じ、格差社会が問題となってい

ます。 

l 社会的経済的にライフタイルが変化している状

況下で、家族形態が変化することで、家族生活

の問題も多様化、複雑化し、加えて高齢者の単

身世帯が増加したことで、孤立死・孤独死が社

会問題となっています。 

l コロナ禍以降も経済的な回復が低調であると

ともに、物価高騰の影響による支出増加により

生活が困窮する世帯が増加しています。

現状

l 生活困窮者の自立支援を充実するため、きめ細やか

な支援対策が求められています。

課題

関連計画など 

・地域福祉推進計画及び重層的支援体制整備事業

実施計画

主担当課 

・生活支援課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 生活困窮者に対する生活相談にお

いて、生活困窮者自立支援事業と

生活保護制度を効果的に活用し、

早期の支援に取り組みます。

生活相談件数 件 501 310
生活困窮世帯から

相談を受けた実数

 
l 生活保護世帯や生活困窮者世帯

に対して、就労準備支援事業を行

い、自立のための支援を行いま

す。

就労自立世帯数 世帯 5 6

生活保護から就労に

よって自立した世帯

数

 

l 生活困窮者に対する家計改善の

支援に取り組みます。
支援申込者件数 件 25.0 30.0

家計改善の支援を

受けた人数

l 生活困窮者への包括的支援を実現するため、行政などの専門機関との

連携だけでなく、住民団体やボランティア、企業など多様な主体と協働し

た「支え合いの地域づくり」を進めます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点 ⑨地域での見守り・支え合いが行き届いたまちづくり 

　　　⑪誰もが安全・安心に、暮らすことができるまちづくり 

生活困窮者 

自立支援制度の案内

地元かき養殖での体験就労 

出典：令和６年度阪南市統計書

生活保護　被保護人員率（生活保護受給率）

（‰）
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１地域防災の推進と消防・救急体制の充実 

◆災害時・緊急時において、即座に対応できる体制づくりを行います。

l 市民が日頃から防災意識や災害に対する認識を深め、市

役所と一体となって防災活動に取り組み、被害を最小限

にとどめることのできる、防災体制の確立した災害に強

いまちを形成しています。 

l 建築物の不燃化や河川の浚渫(しゅんせつ)、ため池の改

修など、適切な維持管理により防災基盤が構築されると

ともに、充実した消防・救急体制により、市民が安全・安

心に暮らしています。 

l 自治会や自主防災組織など地域と連携した防災訓練の実

施や災害被害軽減のためデジタル技術を活用した防災講

座・防災教育を行い、市全体の防災意識の高揚を図ってい

ます。

めざす姿

l 近年、台風や大雨などの風水害、南海トラフ

巨大地震などの大規模災害の発生が懸念さ

れています。 

l 高齢化の進展により、自主防災組織の担い

手が不足する可能性があります。 

l 高齢化の進展などに伴い救急出動が増加し

てきています。

現状

l 市民への防災意識の高揚を図る上で、防災コミュニ

ティセンターを活用した講座や訓練の充実、自主防災

組織の活性化など、地域ぐるみの防災体制の確立が

求められています。 

l 地域を安全・安心に保つため、自主防災組織の担い

手の確保が求められています。 

l 災害に備え、治水対策や公共施設・建築物の耐震化

の推進が求められています。 

l 減災のための備えを一層充実するため、団体や企業

などとの各種防災協定のさらなる締結が求められて

います。 

l 迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制の充実が

求められています。 

l 救急サービスの適切な利用や、地域ぐるみで救命意

識を高める取組が求められています。

課題

関連計画など 

・地域防災計画 

・強靭化地域計画

主担当課 

・危機管理課

取組方針

 取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 大規模災害に備えた防災体制を

充実させるとともに、自治体、企

業などとの各種防災協定を増や

します。 

 

l 地域への出前講座や防災コミュ

ニティセンターを活用した訓練な

どを行い、自主防災組織の結成

をはじめ地域ぐるみの防災体制

の確立をめざします。

防災協定件数
件 

（累計）
76 92

 
自主防災組織 

結成率
％ 73 80

 
自主防災組織に

よる訓練実施率
％ 78 100

訓練実施団体数÷

団体数×100

 l 地震などの災害発生時に、防災

の重要な役割を担う自主防災組

織の必要性や重要性について啓

発し、防災コミュニティセンターを

活用した防災講座などにより、人

材育成を行います。

防災啓発事業 
参加者数

人 1,404 1,500

防災講演会、防災

出前講座、訓練な

どの参加者数

 
l 消防団や周辺自治体と連携し、大

規模災害時の消防・救急体制を

充実します。

消防訓練参加 

人数

人 

（延べ）
8,635 10,000

自主防災組織や学

校、会社などの自

衛消防組織による

訓練参加者数

l 地震などによる被害を軽減するため、自主防災組織の組織率を向上

します。 

l 自主防災組織を中心に、平時には防災訓練の実施など災害に備え

るとともに、災害時には初期対応、援助が必要な人の安全確保、避

難誘導、救出、救護に取り組みます。 

l クラウド型高速一斉情報配信サービスや防災アプリを用いた災害情

報を把握するなど、災害に備え、その情報を家庭内で共有するとと

もに、災害時には市からの情報を踏まえ適切に行動します。 

l 地震などの災害時に備え、建物倒壊による生命の危険を低減するた

め、住宅などの建築物の耐震診断、耐震改修を行います。 

l 救命率の向上のため、救急車の適正利用及び心肺停止患者に対す

るAEDの使用など、必要な応急処置が行えるように積極的に講習

会を受講します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点 ―

総合防災訓練

防災訓練

出典：危機管理課資料 
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２危険や不安のない市民生活の充実

◆地域ぐるみの防犯意識を高め、安心した生活の実現に取り組みます。

l 市民が、交通ルールを守り、思いやりと譲り合いの気持ち

をより深めることによって、交通事故にあうことなく暮ら

しています。 

l 地域における防犯活動が活発となり、市民が安心して地

域で生活しています。 

l 市民が、消費トラブルにあわずに、安心した消費生活を営

んでいます。

めざす姿

l 交通事故件数は増加傾向にあり、高齢者の交

通事故件数が増加しています。 

l 自転車保険の加入義務化や令和５年４月１日施

行の改正道路交通法により、自転車利用者の

ヘルメット着用が努力義務になりました。また、

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」につ

いては、令和６年11月１日施行の改正道路交通

法により罰則が強化されました。 

l 本市における街頭犯罪発生率は府内市町村のな

かでも低くなっていますが、匿名・流動型犯罪グ

ループによるとみられる特殊詐欺やSNS型投資

詐欺被害については増加傾向にあります。 

l 悪質商法や様々な詐欺による被害、また情報

化社会の進展により、特殊詐欺に関する事案

は増加傾向にあり、また、インターネットによる

トラブルなどが生じてきています。

現状

l 市民のさらなる交通安全意識向上に対する取組とと

もに、高齢者や幼児に対する交通安全教育の推進が

求められています。 

l 高齢者や子どもが巻き込まれる犯罪の増加や複雑化

に対応するため、地域ぐるみの防犯体制の構築や関

係機関と連携強化が求められています。 

l 市民の防犯意識を高める取組をはじめ、地域に根づ

いた継続的な啓発活動が求められています。 

l 市民の一人ひとりが消費者として自立した消費生活

を営むことが求められています。

課題

関連計画など 

・交通安全計画

主担当課 

・生活環境課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 犯罪発生率の低減に取り組みます。

犯罪発生率 
（人口1万人あた

りの犯罪発生件

数）

件/万人 51 ↘

l 交通安全対策については、交通事

故の削減を目的に、デジタル媒体

を合わせた啓発を行います。ま

た、啓発品配布は「反射板」などの

実用性の高いものにしていきま

す。 

l 高齢者運転対策の推進や自転車

の交通ルール遵守の啓発を行い、

誰もが安心して移動できる日常

の実現に取り組みます。

交通事故発生 

件数（全事故） 

（１月～12月）

件 103 ↘

l 警察などの関係団体と連携し、犯

罪被害を防止するため、防犯教室

の強化など、住民一人ひとりの防

犯意識と実践力を高める活動に

取り組みます。

犯罪発生件数 
（街頭犯罪） 

（１月～12月）

件 86 ↘

ひったくり、車上

ねらい、自転車盗

など

l 消費者問題については、増加傾向

にある特殊詐欺に対し、関係機関

と連携の上、消費者リテラシーの

構築などを図ります。

消費生活相談件数 件 141 ↘

l 交通ルールを守り、譲り合いの気持ちを持った行動をします。 

l オレオレ詐欺や還付金詐欺をはじめとした特殊詐欺や悪徳商法の被害に

あわないよう、自らの防犯意識を高めます。 

l 自主防犯組織の活動により、安全で安心なまちづくりを進めます。 

l 自転車を利用するときは、ヘルメットを着用し、府の条例で義務化された

自転車保険に加入します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点 ―

交通安全週間の啓発 

訪問販売・電話勧誘お断りステッカー 

出典：生活環境課資料
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３下水道事業の経営基盤強化 

◆快適で衛生的な生活を支える下水道事業を行います。

l 公共下水道の整備などを推進し、雨水や市民生活により

発生する排水が適切に処理されることにより、市民は、

豊かな自然を守りつつ、快適で衛生的な生活を送ってい

ます。

めざす姿

l 下水道施設の老朽化などにより、維持管理費

が増加しており、また、人口減少により、使用料

収入の増収は見込めず、下水道事業の財政は

厳しい状況です。 

l 下水道の普及率は半数程度となっています。

現状

l 安定かつ持続したサービスを提供できるよう、経営

基盤の強化が求められています。 

l 優先順位を付けた公共下水道の整備など、効率的な

下水道整備が求められています。 

l 豊かな自然と市民の快適な生活環境を守るために、

公共下水道未整備区域の解消と人口普及率の向上

を図りながら、管きょ施設の適正な維持管理が求め

られています。

課題

関連計画など 

・下水道事業経営戦略 

・下水道ストックマネジメント計画 

・大阪湾流域別下水道整備総合計画 

主担当課 

・下水道課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 健全な経営に支えられた下水道

事業の構築に取り組みます。

経常収支比率 ％ 100.0 →
経常収益/経常費

用×100

 l 計画的・継続的かつ効率的・効果

的な下水道整備を行い、人口普

及率の向上を図ります。
下水道人口普及率 ％ 55.9 ↗

処理区域内人口÷

行政区域内人口×

100  l 浄化槽を含めた効率的な汚水処

理手法を検討します。

 l 公共下水道整備にあたり、新規工

事費を抑制しつつ効率的な事業

箇所・手法を選定します。また、ス

トックマネジメント計画に基づき、

計画的かつ効率的な維持管理を

行います。

下水道接続率 ％ 86.3 ↗

水洗化人口÷処理

区域内人口(告示

済み)×100

 l 接続率の向上に向けて、戸別訪

問などによる接続勧奨を積極的

に行います。

 l 安定的に事業を継続するため、経

営戦略に基づき、経営基盤の強

化及び健全な下水道経営に取り

組みます。

l 公共下水道が整備された区域では、くみ取りトイレや浄化槽を改造 

し、速やかに下水道へ接続します。 

l 宅地内（自宅）の下水道施設（排水設備）の適正な維持管理をします。 

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　―

適切な排水処理により生物多様性が守られている

男里川河口付近の干潟 

注：水道事業については、平成31年度から大阪府広域水道企業団に統合されています。

マンホールデザイン

出典：下水道課資料 

51,943 51,211 50,446 49,858

24,254

24,163 24,049 24,043
53.80%

54.38%

55.20%
55.94%

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

人口(人)

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

53.0%

53.5%

54.0%

54.5%

55.0%

55.5%

56.0%

56.5%

普及率(％)

人口と下水道普及率の推移

人口 水洗化人口 下水道普及率



  

安全に、安心して暮らせる住み続けたいと思える まち

6059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４循環型社会の形成 

◆利活用できるリサイクル資源を増やし、循環型社会の形成に取り組みます。

l 市民、事業所及び市役所が、それぞれ適正に廃棄物を処

理し、不法投棄されない・させない環境づくりを進め、環

境負荷の少ない循環型社会で活動しています。

めざす姿

l 循環型社会の実現に向けて、廃棄物の減量化

や再資源化を進めています。 

l 泉南清掃事務組合を泉南市と共同で設置し、

廃棄物の処理やごみ処理施設の維持管理など

を行っています。

現状

l ごみの減量促進や、不法投棄・不適正排出防止に向

け、市民の意識を高める啓発活動や市民の取組を促

進することが求められています。 

l 老朽化した焼却炉の更新について、計画的に進めて

いく必要があります。

課題

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  

 

l 循環型社会の実現に向けて、リサイ

クルできるごみの割合を増やしま

す。

一般ごみ収

集量に占め

る資源ごみ

の割合

％ 22.3 ↗
資源ごみ/一般ご

み収集量

 l 市民団体のリサイクルを推進すると

ともに、国や府と連携し「食品ロス削

減」や「プラスチックごみ削減」など

の啓発を進めることにより、市民の

意識向上を促進します。

一般ごみ収

集量
ｔ 9,202 ↘

可燃ごみ・粗大ご

み・乾電池・資源ご

み

 l 「ごみ収集日程表」を全戸配布し、ご

みの分別を促し、適正な収集に取り

組みます。また、分別されずに排出

されたごみは、啓発シールを貼るな

どにより適正排出を促します。 

l 資源ごみの持ち去りに対しては、パ

トロールの強化や看板設置などの対

策を実施し、引き続き持ち去りの減

少に努めます。

一般ごみ収

集量の削減

率

％ 10.5 ↗

(令和２年度実績

－当該年度実績)

÷令和２年度実績

×100

 l 家庭ごみをごみステーションまで持

ち出すことが困難な市民を対象とし、

ふれあい収集に取り組みます。

収集世帯数 世帯 175 ↗

登録している世帯

のうち休止中を除

く実際の収集世帯

数

関連計画など 

・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画・分別収集計画 

l 収集日程に合わせて適正にごみを指定時間までに排出します。また、地

域のごみ収集場所を清潔にすることで、不法投棄がされにくい環境づく

りを進めます。 

l 環境負荷を減らすため、ごみの排出抑制や資源の循環的利用に取り組み

ます。 

l 店舗・事業所においても、環境保全の意識を持ち、地域や行政が取り組

む活動に積極的に協力します。

みんなが一緒にできること

主担当課 

・資源対策課

あなたの「ONE ACTION」

重点　―

ごみの分別・出し方マニュアル（表紙） 

市役所に設置している 

不用品リサイクル情報ボード 

出典：資源対策課資料 
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l 大気、水質、騒音などの日常生活における環境

問題から地球温暖化をはじめとする地球規模で

の多岐にわたる環境問題が発生しています。 

l 地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効果

ガスの排出量削減に成果を上げています（平成

25年度比）。

l 持続可能な社会の実現に向けた環境教育や、市民一

人ひとりが環境負荷の少ない日常生活を営める環境

づくりが求められています。 

l 多様化する環境問題について、市民の関心が高まっ

ており、市役所はさらなる環境負荷の低減に向けた

活動を行うよう求められています。 

l 市域における脱炭素の基盤となる重点対策として、

屋根置きなどの自家消費型の太陽光発電、公共施設

や業務ビルなどにおける徹底した省エネと再エネ電

気調達と更新や改修時のZEB化(*2)誘導、再エネ電

力とEVなどを活用するゼロカーボン・ドライブ(*3)、

コンパクト・プラス・ネットワークなどによる脱炭素型

まちづくりなどの取組が求められています。 

l 市役所からの温室効果ガス排出量を削減するため、

公共施設における再エネ電気の調達、太陽光パネル

の設置、照明のLED化、ZEB化などの実施が求めら

れています。

課題

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

l 市役所は地域における最大の消費

者として率先して省エネや環境にや

さしい物品購入などに取り組みま

す。

事務事業によ

る温室効果ガ

ス総排出量

(R2比)

％ 113.0 ↘
地球温暖化対策実

行計画より

l 他自治体などと広域的な協調・連

携を行い、地球温暖化対策を推進

します。

l （再掲）豊かな自然環境などを活用

し、特色ある教育（海洋教育など）

に取り組みます。

※基本計画４－２を参照

l （再掲）本市の自然豊かな里山・里

海を活かしたカーボンニュートラル

の取組を進めます。

※基本計画１－３を参照

l 市の状況などを踏まえ調査項目や

内容の精査を図り、良好な環境を

保全します。また、公害規制事務に

ついては、引き続き専門的知識の

習得と実務による経験を重ね、事

業所への立入指導を強化します。

環境基準(*4) 

達成率
％ 100 100

道路交通騒音の測

定地点における基

準値達成箇所割合

重点　―

ゼロカーボンシティ宣言 

(*1)再生可能エネルギー：太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった温室効果ガスを排出せず、国内で生産できるエ

ネルギー。 

(*2)ZEB化：ゼロ・エネルギー・ビル。建物の運用段階でのエネルギー消費量を、省エネや再生可能エネルギーの利用を通し

て削減し、限りなくゼロにするという考え方。 

(*3)ゼロカーボン・ドライブ：電力（再エネ電力）と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車

(FCV)を活用した、走行時のCO2排出量がゼロの自動車ドライブ。 

(*4)環境基準：大気、水質、騒音などについて設けられた、「維持されることが望ましい基準」であり、環境基本法に規定さ

れている行政上の政策目標。

５環境負荷の低減 

◆ゼロカーボンシティの実現に向けて、省エネルギー・環境負荷の低減に取り組みます。

l 市民・事業者などと一体となって、少しでも良い環境を次

世代に引き継ぐため、令和32（2050）年までに市内の

二酸化炭素排出量の実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシ

ティ」へ挑戦しています。 

l 市役所において、省エネルギーと再生可能エネルギー(*1)

の活用の両面から、効果的・効率的な手法により、温室効

果ガスの排出量を大幅に削減し、市域の脱炭素の取組を

けん引しています。

めざす姿

関連計画など 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

l 環境問題に対する意識を向上させ、日常生活において省エネや環境に配

慮した物品の購入、自家用車の電気自動車やハイブリッド車への買い替

え、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用など、環境にやさしい

行動をします。 

l 事業活動において、公害法令を遵守し、環境への負荷を低減させる行動

をします。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

電気自動車用急速充電ステーション 

現状

主担当課 

・生活環境課

小中学生からは・・・こんな意見が！ 

「豊かな自然を守るため、 

環境美化に取り組む」　 

「率先してごみ拾いやごみの持ち帰りを」

電気の使用 
87.25％

市役所からの温室効果ガス排出量 

（令和６年度）

し尿などの処理 
2.34％

燃料の使用 
10.34％

自動車の走行 
0.07％

出典：生活環境課資料 
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６環境衛生の向上

◆快適で、良好な環境衛生に取り組みます。

l 市民、事業所、市役所は、環境衛生のさらなる向上に向

け、それぞれの役割を担うことで、生活排水による環境

への負荷が低減されるなど、快適な環境で活動していま

す。

めざす姿

l 生活排水処理率は府内市町村のなかでも低い

状況です。 

l 犬・猫の糞や空き地の管理不全など、地域内で

環境衛生に影響を与える問題があります。 

l 泉南市との広域連携により、平成31年４月に

泉南・阪南共立火葬場を供用開始し、指定管理

者制度を活用し運営しています。

現状

l 公共下水道の整備促進と合わせて、公共下水道

認可区域外におけるくみ取りトイレや単独処理

浄化槽を設置している住宅などからの生活排水

対策を進めることが求められています。 

l 犬・猫の飼い主や土地の管理者は自らの責任に

より適正に対処することが求められています。

課題

関連計画など 

・生活排水処理基本計画 

・はんなん浄化センターMIZUTAMA館個別計画

主担当課 

・生活環境課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 啓発をより強化し広く周知するこ

とで、くみ取り式トイレ及び単独

処理浄化槽世帯の合併処理浄化

槽への転換を図り、生活排水処理

率の向上をめざします。
生活排水処理率

(*) ％ 69.8 ↗

 
l 日々搬入される、し尿・浄化槽汚

泥について、周辺環境に影響を

及ぼすことなく、適正に安全かつ

安定的な処理を行います。

l くみ取りトイレまたは単独処理浄化槽を使用している住宅などにつ

いて、早期に公共下水道への接続または合併処理浄化槽を設置し、

かつ適切に維持管理します。 

l 飼い犬の散歩時における糞の放置や犬のしつけ、狂犬病の予防接

種など、飼い主のマナーを向上します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点 ―

水質調査（イメージ） 

飼い主のマナーの向上（イメージ） 

(*)生活排水処理率：し尿及び生活雑排水(台所、風呂など)を処理している人口の割合。

出典：生活環境課資料

生活排水処理率（令和６年度末） 
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関連計画など 

・子ども・子育て支援事業計画 

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

・子育て拠点再構築方針　・教育大綱 

主担当課 

・こども政策課

l 子育てについての家庭の責任や重要性、役割をしっかりと理解し、就学

前施設・地域との連携を深めながら、充実した家庭教育・保育に取り組み

ます。 

l 「阪南市の子どもたちは阪南市全体で育てる」という視点に立ち、教育・

保育環境の充実に向け、理解し、協力します。 

l 子育てに関する悩みをひとりで抱え込まないよう、相談窓口や就学前施

設を利用します。

みんなが一緒にできること

朝の体操

１就学前教育・保育の充実 

◆保護者のニーズに合った就学前の教育・保育を提供します。

l 良好な教育・保育環境により、乳幼児が、安全・安心で快

適な教育・保育を受けることができる就学前施設となっ

ています。 

l 乳幼児一人ひとりの、ありのままに愛される基本的信頼

感、自己肯定感を育んでいます。 

l 社会を生き抜く子どもの育成に向け、非認知能力を伸ば

す教育・保育を提供しています。 

l 市民が教育・保育に関心を持つとともに、就学前施設・家

庭・地域が連携し、乳幼児の学びや育ちを支援していま

す。 

l 子育てと仕事を両立できる環境が整っており、安心して

子どもを産み、育てることができています。

めざす姿

l 少子化が進んでいます。 

l 共働き家庭やひとり親家庭が増加してきてい

ます。 

l 保護者の働き方の多様化などにより、ニーズも

多様化してきています。 

l 各施設が特色のある教育・保育を提供していま

す。 

l 老朽化が進んでいる施設があります。

現状

季節を感じる遊び

l 保護者のニーズに合った、子育てがしやすい環境づ

くりが求められています。 

l 就学前教育・保育の質の向上が求められています。 

l 生きる力を育むための乳幼児期における様々な体験

の機会が求められています。 

l 子育て環境の多様化やよりきめ細かな子育て支援の

観点から、関係諸機関との連携や相談体制の充実が

求められています。 

l 安全・安心で快適な教育・保育環境の整備が求めら

れています。

課題

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
l  

l 保護者のニーズに対応した教育・

保育を提供します。

待機児童数 
（４月１日）

人 ０ ０

 l 乳幼児の教育・保育に携わる教職

員などの資質向上を図りながら、

就学前施設・家庭・地域の教育・

保育力向上のための取組を推進

します。 保育業務支援シ

ステムの利用者

満足度

ポイント 4.5 →  l 取組の積極的な情報発信、家庭

や地域の意見を活かした就学前

施設の運営、地域人材の効果的

な活用など、就学前施設・家庭・

地域が連携した施設づくりを推

進します。

 
l すべての乳幼児に安全・安心で快

適な教育・保育を提供できる環境

づくりをめざします。

教育支援相談員

による就学前施

設の年間巡回支

援回数

回 16 →

支援を必要とする

家庭に対して、適

切な支援を実施

 l 就学前施設と地域がつながり、定

期的に子育て家庭の遊び場を提

供します。

園庭開放及び親

子登園の年間延

べ参加者数

人 1,176 900

未就園児及びその

保護者に対する子

育て支援事業を実

施

 
l 豊かな自然環境などを活用し、特

色ある教育・保育を提供します。

自然体験活動を

行っている施設

の割合

％ 100 100
自然とかかわる体

験活動の実施

重点　⑥学校や就学前施設などと地域が一体となっ

た連携したまちづくり 

⑦まちぐるみで子育て力を向上させるまちづ

くり

園庭での遊び

あなたの「ONE ACTION」
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関連計画など 

・教育大綱 

・公共施設等総合管理計画 

・子ども・子育て支援事業計画 

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画

主担当課 

・学校教育課

２学校教育の充実 

◆子ども一人ひとりの権利が尊重された良好な教育環境により、充実した学校教育を行います。

l 良好な教育環境により、児童生徒が健やかで安全・安心

な生活を送ることができる学校となっています。 

l 子ども一人ひとりが権利を守られながら、力を伸ばすこ

とができる教育を受けています。 

l 児童生徒一人ひとりが自尊感情を高め、知・体・徳を豊か

に育む教育を受けています。 

l 学校・家庭・地域・行政が協働し、コミュニティ・スクールの

導入による教育コミュニティの充実や阪南GIGAスクー

ル(*)ビジョンの推進によって、児童生徒の学びや育ちの

支援をしています。 

l 地域について学び、地域の自然環境に触れる機会などを

設けることで、児童生徒が社会課題を「わがごと」として

捉え、社会の一員として活動しています。

めざす姿

l 少子化の進展を踏まえ、良好な教育環境の整

備に向けて取り組んでいます。 

l 全国学力・学習状況調査の結果から、小学校・

中学校ともに記述式の問題への課題が見られ

ます。 

l 子どもたちを取り巻く状況が多様化し、人間関

係構築の困難さが見られます。

現状

l 阪南市立学校のあり方検討委員会の答申を踏まえ

た、教育環境の整備が求められています。 

l 児童生徒の学力や体力、社会課題を自ら解決してい

ける力などの育成に向け、学校・家庭・地域が一体と

なり、一人ひとりの個性と能力に応じた多様な教育

環境が求められています。 

l 教員の資質向上や地域人材の効果的な活用などを

通して、確かな学力の向上や豊かな心の育成が求め

られています。 

l 地域の特性を活かした体験学習の実施など、地域や

社会との連携による取組が求められています。 

l 自分の意見や考えを発信できる子どもの育成に向

け、コミュニケーション能力や情報活用能力を高める

学習が求められています。 

l 日々変化する子どもの声を把握し、よりよい教育環

境の形成につなげていくことが求められています。

課題

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 豊かな自然環境などを活用し、特

色ある教育（海洋教育など）に取

り組みます。

体験活動を 

行っている 

学校の割合

％ 100 100

動植物や里山・里海

など地域の特色を

活かした体験活動の

実施

 l 児童生徒の教育に携わる教員の

資質向上とともに、確かな学力や

人権意識を培う教育活動の推進

を図り、一人ひとりの生きる力を

育成します。

全国学力調査平

均正答率におけ

る全国との差

ポイント －3.9 +1

全国学力・学習状

況調査 （学力調

査）より

 
l 子どもたちの心情に寄り添い、児

童生徒一人ひとりの多様で豊か

な人間性を育成するとともに、自

尊感情の向上に取り組みます。

自分には、良い

ところがあると

思う児童生徒の

割合における全

国との差

ポイント －3.8 +1

全国学力・学習状

況調査（児童生徒

質問紙）より

 l 学校や子どもたち、地域が抱える

様々な課題を、地域全体で解決

できるよう、各小中学校に学校運

営協議会を設置したコミュニテ

ィ・スクールを導入して教育コミ

ュニティの充実を図ります。

学校運営協議会

を設置した学校

の割合

％ ０ 100

学校運営協議会を

設置してコミュニ

ティ・スクールを導

入した学校

 l 外国語指導助手（ALT）の配置な

どにより、子どもたちがワクワク

しながら学ぶ英語教育を充実し

ます。

英語の学習が楽

しいと回答した

児童生徒の割合

ポイント 79 85
児童生徒へのアン

ケート

l 子育てにおける家庭の重要性と役割をしっかりと理解し、学校・地域との

連携を深めながら家庭教育に取り組むとともに、学校教育のサポートに

も取り組みます。 

l 「阪南市の子どもたちは阪南市全体で育てる」という視点に立ち、学校や

市役所とともに、教育環境の充実に向け、理解・協力します。 

l 多様化する子育ての諸問題をはじめ、悩み事を抱え込まないよう心のケ

アとして、相談窓口を利用します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

海洋教育の取組

出典：文部科学省 

「GIGAスクール構想の実現」

(*)  GIGA スクール：１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、支援を必要とする子ども

を含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教

育・ICT 環境を実現。これまでの教育実践と最先端の ICT のベストミックスにより、教員・児童生徒の力を最大限に引

き出します。

小中学生からは・・・こんな意見が！ 

「豊かな自然環境が自慢」 

「学校の雰囲気づくりに取り組みたい」 

「建物が古い」 

「体育館にエアコン設置を」

重点　⑥学校や就学前施設などと地域が一体となっ

た連携したまちづくり 

⑦まちぐるみで子育て力を向上させるまちづ

くり
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３生涯学習の推進 

◆子どもから高齢者まで、様々な人と学び・交流する豊かな環境の実現に取り組みます。

l 市民は、学びの成果を社会や地域で活かすことで心豊か

に、生きがいのある生活をしています。 

l 多様な学びの場が展開され、子どもから高齢者まで気軽

に学んでいます。 

l 市民は、公民館活動や図書館利用などを通して、人と人と

の交流や団体活動の必要性、読書をはじめとする生涯に

おける学びの重要性を理解し、健康に過ごしています。 

l 青少年が地域全体の支援を受けながら健全に育つこと

で、子育て世代にとって魅力的なまちになっています。

めざす姿

l 文化センター・図書館、公民館など、社会教育

施設の老朽化が進んでいます。 

l 青少年指導員が中心となり、地域での青少年

健全育成活動を実施しています。 

現状

l 子どもから高齢者まですべての市民が、生涯を通じ

て学習できる環境づくりが求められています。 

l 指定管理者と連携して施設の維持管理を行う中で、

人口減少や利用状況を踏まえた修繕・再編などの検

討が求められています。 

l 個人の学習機会の充実だけでなく、その学習成果を

社会や地域で活かすため、人と人とをつなぐコーデ

ィネーターとしての役割を担う人材育成が求められ

ています。 

l 地域・学校・警察と連携した青少年の健全育成や非行

防止のための体制の充実が求められています。

課題

関連計画など 

・教育大綱　・生涯学習推進計画 

・子ども読書活動推進計画 

・公共施設等総合管理計画 

・社会教育施設長寿命化個別計画 

主担当課 

・生涯学習推進室、中央公民館

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 学習機会の拡充や学習情報の提供

など学習を支援する体制の整備に

取り組みます。

生涯学習関連

事業への参加

者数

人 24,458 30,000

文化センター・図書館

における自主事業や

共催事業、公民館に

おける自主事業

 l 市民参加型の文化の発信に努め、文

化・芸術の振興に取り組みます。

文化センター 
年間利用者数

人 77,408 100,000
大ホール・小ホールな

ど

 l 公民館は、地域活動の拠点として、

多世代にわたり多くの市民が気軽に

集えるよう、講座やイベントを実施し

ます。

公民館 
年間利用者数

人 59,581 69,000
各公民館の年間 

利用者数合計

 
l 図書館は、市民のニーズや社会情勢

を踏まえた資料の収集・保存に加え

て、市民の読書意欲を高める企画・

行事を行い、読書環境を整えます。

図書館 
年間利用者数

人 137,184 140,000

 l 青少年指導員と関係団体・地域・学

校・警察が連携し、地域の青少年の

見守り活動を通して、青少年の健全

育成・非行防止に取り組みます。

青少年指導員 

充足率

‰ 
(ﾊﾟｰﾐﾙ)

10 12

青 少 年 指 導 員 数 ÷ 

青少年数(７～18歳) 

(青少年千人あたり

の指導員数)

l 気軽に生涯学習を楽しみ、またその楽しみを他の人にも伝えます。 

l 文化協会をはじめ、様々な文化活動団体が互いに連携しながら活動する

ことで、市民の文化意識の啓発・向上につなげていきます。 

l 青少年が安心して暮らせるまちになるように、地域や社会教育関係団体

が連携して取り組みます。 

l より使いやすい図書館にするため、また、子どもの読書活動を推進する

ため、子ども文庫や図書館ボランティアとして、積極的にサポート、参画

をします。 

l 公民館を気軽に利用し、講座やイベントにも積極的に参加します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑩自分らしく輝ける「舞台」まちづくり

サラダホール前での「絵の本ひろば」 

図書館での「おはなし会」 

出典：生涯学習推進室資料 

0

10

20

30

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

文化センター 図書館 公民館（３館）

社会教育施設の年間利用者数の推移（万人）

19.3

26.4 27.4

20.4

27.9

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「図書館が大きくて好き」
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４歴史・文化の保存と継承 

◆歴史・文化の理解を促進し、郷土に対する誇りを醸成します。

l 市民が、地域の歴史や文化の大切さを理解し、保護・保存・

継承に取り組み、地域に誇りを持って暮らしています。 

l 文化財を活用した豊富な学習機会や活発な啓発活動が

行われることにより、歴史・文化の教養を高め、その知識

を地域で活かしています。 

l 文化財が適切に保存されています。

めざす姿

l 歴史遺産の調査・保護・保存・継承に努めてい

ます。 

l 重要な文化財については、関係者との協議を

踏まえ指定に努めています。 

l 阪南市文化財デジタルアーカイブを運用し、文

化財の普及啓発活動を強化しています。 

l 郷土の歴史・文化の情報を発信するとともに、

歴史資料展示室の管理運営、学校や各種団体

への所蔵品の貸出、文化財に関する講座を実

施しています。 

l 文化財調査によって地域の歴史にかかわる資

料が年々増加している中、保管場所の分散化、

老朽化などが生じています。

現状

l 市民が地域の歴史・文化に親しみ、学習できる機会

の充実が求められています。 

l 地域の歴史にかかわる資料の適切な管理が求められ

ています。 

l 適切な文化財の展示・保管施設の改修や新築が求め

られています。 

l 文化財に求められる活用ニーズや市民の興味・関心

の度合いなどを踏まえ、バランスのとれた保存と活

用のあり方を構築することが求められています。 

l 文化財継承の担い手を確保するために、市民との連

携が求められています。

課題

関連計画など 

・教育大綱 

・生涯学習推進計画 

・スマートシティ推進計画

主担当課 

・生涯学習推進室

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 歴史・文化に関する市民ボランテ

ィアガイドを育成します。

ボランティア 

ガイド登録者

数

人 12 15

 l 文化財調査を行い、特に重要なも

のを指定文化財に指定すること

で、保存・継承するための体制を整

備します。

阪南市指定 
文化財数

件 

（累計）
31 33

 
l 文化財デジタルアーカイブを効果

的に運用することで、文化財の普

及啓発活動を強化します。

文化財デジタ

ルアーカイブ

の年間アクセ

ス数

件 44,967 50,000

 l 文化財を学校教育や世代間交流に

積極的に活用するとともに、郷土

の歴史・文化の大切さを啓発しま

す。 文化財啓発

事業参加者

数

人 1,060 1,200

歴史資料展示室、

文化財展、歴史講

座、出前講座など

への見学及び参加

者数

 
l 歴史資料展示室、文化財展示会・

講座などを開催し、文化財の重要

性を周知します。

l 郷土の歴史・文化を学ぶことで、その大切さを感じます。 

l 「郷土の歴史・文化は住民が守る」という視点に立ち、歴史・文化を保護・

保存・継承します。 

l ボランティアガイドを担うなど、歴史・文化の継承に取り組むことで、郷

土の歴史・文化を伝え広げます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　ー

波太神社 

歴史資料展示室

出典：生涯学習推進室資料 

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「史跡や文化財が好き 

特に波太神社」 

文化財啓発にかかわる登録者・参加者数の推移 
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５生涯スポーツの振興

◆生涯を通じて健康的で潤いや生きがいを持つ暮らしに向け、スポーツを推進します。

l 多くの市民がスポーツに親しむことで、健康で幸せに生

活することはもとより、その経験を地域で活かすなど、潤

いや生きがいのある活動をしています。 

l 様々な事業を通して、生涯スポーツを地域で指導できる

人材が数多く育成されることで、スポーツ活動による地

域づくりにつながっています。

めざす姿

l それぞれの年齢、体力、関心に応じたスポーツ

活動に参加できる総合型地域スポーツクラブ

への期待が大きくなっています。 

l 生活様式の変化や少子高齢化に伴い、スポー

ツニーズも多様化し、特に健康づくりに対する

関心が高まっていますが、運動習慣のない方へ

のアプローチはまだまだ進んでいません。 

l 生涯スポーツ振興に必要な指導者が不足して

います。 

l 施設は築年数が30年以上経過した建物が半

数以上となり老朽化が進んでいます。

現状

l 生涯スポーツの拠点である社会体育施設において、

柔軟な発想のもと、さらなるサービスの向上が求め

られています。 

l スポーツやレクリエーション活動に無関心な方へ運動

を行うきっかけづくり、あるいは運動を続ける動機

づけになる取組が求められています。 

l 生涯スポーツを地域で指導できる人材を育成するこ

とが求められています。 

l 安全な施設を安心して使用できるよう、適正な維持

管理をしながら活用することが求められています。

課題

関連計画など 

・教育大綱　・生涯学習推進計画　 

・公共施設等総合管理計画 

・社会教育施設長寿命化個別計画 

主担当課 

・生涯学習推進室

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l スポーツを通じた地域における

連帯感を醸成するため、スポーツ

関係団体の活性化に取り組みま

す。

スポーツ関係団

体の登録団体数
団体 114 160

スポーツ協会、スポ

ーツ少年団などに登

録された団体数

 l 多くの市民が気軽にスポーツに

楽しめるよう、施設の適切な維持

管理を行い、市民にスポーツ活動

の場を提供します。

体育施設 
利用人数

人 118,116 130,000

体育館・中央運動広

場・桑畑グラウンド・

桑畑テニスコート・市

立テニスコート

 l 青少年のスポーツ活動を支援し

ます。
青少年スポーツ

奨励金交付者数
人 34 40

青少年スポーツ奨励

金交付者数

 

l 市民の誰もが、それぞれの個性

やライフスタイルに応じて、様々

な運動・スポーツを楽しむことが

できるよう、スポーツ推進委員等

と連携し、スポーツの振興を図り

ます。

スポーツ推進事

業
回 12 15

スポーツ推進委員に

よるスポーツ推進事

業

 
各種大会、体育

教室への参加者

数

人 11,163 15,000

各種大会（総合体育

大会、地区大会、中

央大会への出場者数

及び市民健康マラソ

ン大会）、体育教室

l スポーツを通して、人と人とのつながりを広げるために、地域や社会教

育関係団体との連携に努めます。 

l ニュースポーツなどに積極的に取り組むことで、幅広い年齢層の健康増

進に努めます。 

l スポーツ活動などを通して得た知識や経験を、地域社会で活かしていき

ます。 

l 気軽に生涯スポーツに親しみ、またその楽しさを他の人にも伝えていき

ます。 

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑫楽しく健康に過ごせるまちづくり

健康マラソン大会

ニュースポーツの指導

小中学生からは・・・こんな意見が！ 

 

「気軽にスポーツや体を動かす場所が 

あれば、もっといいまちになる」　 
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取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 人権侵害を受けた市民が人権相

談を通じて、エンパワメント(*)を

引き出し、自分自身の判断によっ

て課題を解決することができる

よう、支援します。

人権相談事業に

おける解決割合
％ 98 100

大阪府総合相談事

業の算出方法

 l 人権啓発事業は、関係団体と連

携し、多様な人権課題についての

問題提起を行うとともに、市民の

興味が湧く内容を取り上げるな

ど、充実を図ります。

市民団体との共

催による人権啓

発事業への参加

者数

人 999 1,050

ヒューマンライツセ

ミナー、人権を考え

る市民の集いなど

 
l 人権意識の確立と高揚の啓発や

教育を推進します。

研修による人権

意識の向上につ

ながる数値

％ 95 95
人権啓発事業参加

者アンケート

 
l 複雑化・深刻化する相談内容に対

応するため、相談員のスキルアッ

プや、庁内の関係部署・関係団体

との連携強化により、最新課題へ

の知識と専門性を取り入れた相

談事業の充実に取り組みます。

人権相談事業に

おける相談件数

延べ件数

件 235 300
人権協会に委託の 

相談事業など

l 一人ひとりの違いを認め合い、互いの人権を尊重する意識を高めます。 

l 自らが意欲を持ち、人権啓発活動やイベントに積極的に参加し、人権意識

の確立と高揚に努めます。

みんなが一緒にできること

(*)　エンパワメント：困難な課題に立ち向かうための自分の内にある力や可能性。

６人権が尊重される社会の形成

◆一人ひとりが尊厳を持ち、互いの人権を尊重できるまちをめざします。

l 市民一人ひとりが尊厳を持って、自分らしくいきいきと

生活しています。 

l 市民が様々な人権問題に対する理解を深めたうえで、一

人ひとりの違いを認め合い、互いの人権を尊重しなが

ら、すべての人が安心して暮らしています。 

l 令和７年１月に施行された「阪南市子どもの権利に関する

条例」の下、子どもの権利が守られ、すべての子どもを社

会全体で支援するまちづくりをめざします。

めざす姿

l 社会の複雑・多様化に伴い、インターネット上で

の人権侵害や感染症への偏見など、新たな人

権侵害が生じています。 

l 地域に根ざした気軽に利用できる人権相談窓

口を開設しており、年々相談内容が複雑・多様

化しています。 

l 様々な活動において、子どもの意見を聞く機会

が増えつつあります。

現状

l 市民が互いの人権の尊さを理解するよう啓発し、ま

た、あらゆる人権課題に対応するため、地域の各種

団体などと連携し、啓発活動の充実が求められてい

ます。 

l 様々な人権侵害を受けながら、意思表示ができない

相談者の掘り起こしが求められています。 

l 「阪南市子どもの権利に関する条例」の普及・啓発に

取り組む必要があります。

課題

関連計画など 

・人権施策推進基本方針及び基本計画

主担当課 

・人権推進課

取組方針

あなたの「ONE ACTION」

重点　①多様な価値観を尊重したまちづくり

人権を考える市民の集いポスター 

人権啓発資料の貸出案内

75 76
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l 多様な文化的背景を持つ住民が増加しており、

地域社会における多文化共生の重要性が高ま

っている中で、その推進が必要とされていま

す。 

l 外国人住民に対する市政・地域社会への受入

環境が整備されておらず、地域社会への参加

が限定的な状況です。 

l 関西国際空港を利用して訪日する外国人が増

大していることから、インバウンド受入れの環

境整備として、観光地をめぐるだけでなく、地

域の人々と交流し、文化や暮らしを体感する取

組などを行っています。

l 本市に居住・就労する外国人が増加しており、情報発

信の工夫や、生活支援に向けた相談窓口の充実な

ど、支援体制の強化が求められています。 

l 市民と外国人双方の慣習・文化を尊重し、お互いが

過ごしやすいと感じるまちづくりのための取組が必

要です。 

l 人と人とのふれ合いをテーマに、市民が主体的に国

際交流活動を続けており、継続して活発な多文化交

流が求められています。 

l 外国人が暮らしやすいまちを実現するためには、日

本語教育の推進を図るとともに、人口減少が進む中

で、外国人住民との連携・協働を強化することなどが

求められています。

l それぞれの持つ多様な文化背景について、互いに理解し、尊重しながら、

地域社会の運営に共に取り組みます。 

l 地域社会で孤立している市民がいたら、無理のない範囲で手助けし、多

様な人が希望する範囲で地域社会に参加できるよう配慮します。

関連計画など 

・人権施策推進基本方針及び基本計画 

・生涯学習推進計画

主担当課 

・企画課、人権推進課、生涯学習推進室、中央公民館

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  

 

l 外国人住民や子どもに配慮し、す

べての市民が情報を得やすい環

境づくりに取り組みます。

 
l 市内国際交流関係団体と定期的

な連携の場を設け、市民の交流

意識啓発のための事業展開をし

ます。

国際交流委託 

事業参加者数
人 152 200

市民団体と連携し

た国際交流事業参

加者数

 l 外国人住民が、主体的に地域社

会に参画し、自治会活動、防災活

動、他の外国人支援などの担い

手となる取組を促進します。 

 

l 「多文化共生の推進に係る指針・

計画」などの策定に向けて取り組

みます。

日本語クラブの発表会＆交流会 

７ 多文化共生の推進

◆多様な文化背景を持つ人々が、互いに理解し尊重し合いながら共に暮らすことができる地域社会をめざします。

l 市民が、多文化共生や国際理解を深め、親しみを持って

交流することで、外国人も生活しやすい豊かな環境が育

まれています。 

l 地域社会において、異なる文化背景を持つ住民同士が互

いに理解し協力し合う環境づくりが進んでいます。 

l 外国人住民が地域活動や行政サービスに積極的に参加

し、地域社会の一員としての役割を担いつつあります。

めざす姿

重点　①多様な価値観を尊重したまちづくり 

⑪誰もが安全・安心に暮らすことができるまち

づくり

取組方針

歴史と文化に触れる特別体験 

あなたの「ONE ACTION」

77 78

課題現状

みんなが一緒にできること
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１観光の振興

◆市の魅力を発信し、交流人口の増加を図り、地域の活性化に取り組みます。

l 交流人口の増加により、にぎわいのあるまちを形成して

います。 

l 魅力ある地域として人々に選ばれ、来訪者がまた訪れた

いと思うまち、観光としての魅力を持つまちを形成して

います。 

l 近隣地域が一体となり、地域の活性化やブランド化を実

現しています。

めざす姿

関連計画など 

・総合戦略

主担当課 

・まちの活力創造課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

l 交流人口の増大が見込まれる各

種観光事業のプロモーション強

化に取り組みます。

各種イベント 

参加者総数
人 54,000 100,000

市・商工会・観光協会

などが主催するイベ

ント

l 観光資源を活かし、多様なニー

ズとジャンルを掛け合わせた着

地型観光を主軸とした、さらなる

観光コンテンツの創出や磨き上

げに取り組みます。

着地型観光コン

テンツ掲載数
件 ５ 10 観光協会HP

l せんなん里海公園の活性化に向

けて、府と連携のもと、新たな魅

力創出に取り組みます。

せんなん里海 

公園来場者数(*) 人 192,255 ↗
せんなん里海公園

来場者（阪南市側）

l 観光協会をはじめ関係機関と情

報共有を図り、ワーケーションの

推進並びに観光拠点整備や案内

看板の設置など、来訪者の受入

環境の整備に取り組みます。

わんぱく王国 

利用者数(*) 人 97,593 ↗
l 本市の自然や歴史、文化につい

て説明できる観光ボランティア

ガイドの育成を支援します。

l 近隣市町と連携した観光事業を

推進し、広域連携による地域全

体の観光資源の魅力を国内外へ

プロモーションします。

l 身近に感じる風景が観光資源になることに着目し、その可能性について

情報共有します。 

l 観光イベントへ積極的に参加するなど、新たなまちの魅力を再発見する

とともに、SNSなどで情報発信します。 

l 来訪者の受入環境の整備に取り組みます。

みんなが一緒にできること

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり

せんなん里海公園の夕景（日本の夕陽百選）

山中渓の桜

l 海や山などの自然をはじめ、歴史文化、

食の特産品などの観光資源があり、四

季折々の行事・イベントなどが存在して

います。 

l 事業者の協力のもと、酒蔵見学や製菓

工場見学などを組み込んだまち歩きを

実施するなど着地型観光を推進してい

ます。 

l 広域連携により様々な観光資源と結び

つけ、一体的な観光振興を進めていま

す。

l 市の認知度が低く、本市に観光で訪れる人が少ないため、

より一層情報発信やプロモーションを進めていくことが求

められています。 

l 本市でしか体験できない観光コンテンツのさらなる創出

や、市内を周遊できる着地型観光ルートの設定など受入環

境の整備が求められています。 

l 観光客と地域住民の双方が満足できる持続可能な観光コ

ンテンツの提供が求められています。 

l 関西国際空港から近いという優位性があるものの、本市単

独では訴求力が低く、広域連携を活かしたプロモーションに

よる立ち寄り観光の推進が求められています。

出典：まちの活力創造課 

現状

あなたの「ONE ACTION」

(*)　総合計画の基本構想に掲げる観光拠点を指標としています。

3,821 10,926
29,027

63,919 54,000

154,723

113,363

153,594 173,516

192,255

97,593

70,429
95,472 85,426 90,976

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

各種イベント参加総数 せんなん里海公園来場者数 わんぱく王国利用者数

イベント参加者・公園利用者数 

課題

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「自然が豊かだから阪南市が好き」 

「いいところなのに知られていない」 

「もっとにぎやかになってほしい」
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 取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  
  

l 関係機関と連携し、魅力ある産業を育

て、地域経済活性化に取り組みます。

 

阪南市商工会 
会員事業所数

 

事業所

 

1,057

 

→

 
l 商工会と連携し、商工業のさらなる経

営安定化、成長促進のための相談や支

援に取り組みます。また、「匠のippin」

を軸に、地域産品や「美食ブランド

KUU」の情報発信を行うとともに、消

費拡大や販路開拓の支援を行います。

「匠のippin」へ

の参画事業者

数

事業者 49 60

 
「美食ブランド

KUU」への登録

商品数

品 500 550

 l 地域金融機関などで組織する支援機

関と連携し、起業・創業に関する情報

の発信や相談などワンストップで支援

します。また、チャレンジショップや起

業にあたってのスキル取得などを支援

します。さらに、スタートアップ企業な

どが本市をフィールドに活躍できるよ

う誘致活動や事業への協力を行いま

す。

起業・創業につ

ながった件数
件 3 ↗

本市の創業支

援制度などを

活用した件数

 l 商工会と連携し、「地域ポイント」を活

用し地域内経済循環の活性化に取り

組みます。

地域ポイントの

加盟店数
店 － 100

 l 大阪市や和歌山市、関西国際空港から

のアクセスの利便性などを活かし、関

係機関との連携による企業誘致を推

進します。また、阪南スカイタウンや旧

府立泉鳥取高校跡地の他、市が保有す

る学校跡地などの大規模な用地の有

効活用を検討します。

２商工業の振興

◆商工会などの関係機関と連携し、地域経済の活性化に取り組みます。

l 地域資源を活用した多様な経済活動が展開されています。 

l 独自性を持った魅力ある商品の生産や流通により、地域

雇用の受け皿としての企業活動を展開しています。 

l 積極的に地場産品を市民生活に取り入れています。

めざす姿

関連計画など 

・総合戦略 

・認定創業等支援事業計画 

主担当課 

・企画課

取組方針

あなたの「ONE ACTION」

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり

産業フェア

l グローバル化や情報化の進展により、産業構造

が変化するなか、商工会や地域金融機関、大学

などと連携し、商工業を振興しています。 

l 府と連携し、阪南スカイタウン内の特定業務用

地への企業などの誘致を進め、企業誘致は一

定完了しています。 

l 人口減少・少子高齢化に加え、インターネットや

近隣における大規模小売店舗の台頭により、

地域内消費が低下してきています。

l 起業・創業希望者に対して情報の発信や支援が求め

られています。 

l 市内店舗の誘客促進や魅力づくり及び情報発信力の

強化に取り組むことが求められています。 

l 経営基盤安定化のため、中小企業などの情報化支援

や人材育成に向けた支援が求められています。 

l 新たな企業誘致に向けた取組などを推進し、産業面

の活性化を図ることが求められています。

阪南スカイタウンの事業区域

l 住み・働き・憩うことの調和したまちづくりを理解します。 

l 「阪南ブランド十四匠」をはじめとする市内企業や商店の重要性及び必

要性を理解し、市内での消費を推進します。 

l マイクロインフルエンサーとして市内店舗や食資源の魅力を発信します。 

l 地域活性化をめざした事業活動を展開します。

地域ポイント

課題現状

産直市場「匠のippin」

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「産業・名産品は自慢」 

「産業フェアが好き」 

「ショッピングモールや 

飲食店が欲しい」  

みんなが一緒にできること
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３農業の振興

◆遊休農地の削減と新規就農者の確保を進めていきます。

l 農業を中心とした産業など、地域資源を活用・連携した、

多様な地域経済活動を支援しています。 

l 阪南ブランドの農産物及び加工品(地場産品)が消費者に

定着し、農業生産者の担い手が増加するとともに遊休農

地が減少し、農業経営が安定しています。 

l 地域計画を策定することにより、新たに10年後にめざす

地域の農地利用を示した目標地図を作成しています。

めざす姿

l 古くから米や玉ねぎ、水ナスなどの農業が営ま

れていますが、近年農業従事者の高齢化や後

継者の不足により、厳しい経営状況が続いてい

ます。

l 遊休農地解消の取組や後継者及び新規就農者の育

成、販路の拡大やブランド化、ICT活用を拡大してい

くことが求められています。 

l 地域農業の活性化・安定化に向け、JAとの連携を強

化することにより担い手や新規就農者の掘り起こし

を推進していくことが重要です。

関連計画など 

・地産地消推進計画

主担当課 

・河川農水課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 企業連携などを進め、農地の利

用促進をめざし、遊休農地の削減

に取り組みます。

遊休農地面積 ha 19.3 15

 l 農業特産品(水ナス、キャベツ)の

販路拡大・ブランド化・ICT活用

を推進し、農業の多角化などの収

益性の高い農業の振興に取り組

みます。

新規就農者数 人 0 5

就農予定時の年齢

が50歳未満で農

業経営者となるこ

とについて強い意

欲を有する者

 l 市内で生産される地元農産物の

地域内流通を促進し、地域内自給

を高めるため、関係者と連携・協

力して地産地消の推進に取り組

みます。

販売農家数 人 14 20

l 農業活性化協議会などの組織化を推進し、合理的な生産や担い手への

農地集積に努めます。 

l 新鮮で安全・安心な農産物の生産・供給及びその販路拡大を図るととも

に、地産地消を推進します。 

l 地域の野菜などの農業特産品を積極的に消費します。

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり

あなたの「ONE ACTION」

田植え体験

農業体験

みんなが一緒にできること

出典：河川農水課資料 

15
11 10 10

14

5

10

15

20

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）
販売農家数

現状 課題
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４漁業の振興

◆団体・企業などと連携し、新たな漁業の活性化に取り組みます。

l 漁業を中心とした産業など、地域資源を活用・連携した、

多様な地域経済活動を支援しています。 

l 地域の水産物や加工品が消費者に定着し、漁業の担い手

が増加し、漁業経営が安定しています。 

l 市民が海にふれ合い楽しむことができる漁港環境のも

と、集客交流の場となり漁港がにぎわっています。 

l 産・学・官連携を深め、新たな漁業のブランド化などの新

たな事業展開を行っています。

l 漁獲量の減少や燃油価格の高騰といった社会

情勢に加え、漁業従事者の高齢化が進んでい

ます。 

l 「浜の活力再生プラン(*)」による海洋資源の保

護などに取り組んでいます。

現状

l 水産物の生産・販路拡大とともに、市民の地域で獲

れる水産物の消費拡大(地産地消)を促し、漁業従事

者の経営安定化や後継者の育成、地元で獲れる魚の

PRなどが求められています。 

l 観光資源としての有効活用を進め、市の認知度や魅

力の向上につなげていくことが求められています。 

l ブルーカーボンの取組の一環として、海草や藻類な

どの海の生物の環境保全を行うことが求められてい

ます。

関連計画など 

・浜の活力再生プラン 

・地産地消推進計画

取組方針

主担当課 

・河川農水課

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 団体・企業などと連携し、新たな

漁業の活性化に向けた取組や、

里山・里海づくりを推進します。

新たな取組数 件 1 ３

 l 漁業従事者と連携し、直売所設置

に対する支援やレジャーなどによ

り、ノリやワカメ、かきの養殖を

推進するとともに、地産の魚介類

を内外にPRすることにより、漁

業を活性化します。

新規就業者数 人 0 5

 l 市内で生産される地元水産物の地

域内流通を促進し、地域内自給を

高めるため、関係者と連携・協力し

て地産地消の推進に取り組みま

す。

イベント事業 
参加者数

人 18,184 →

 l 漁業経営の安定化・強化を図るた

め「浜の活力再生プラン」などに基

づき漁業従事者を支援します。

産直市の開催 回 3 5

l 新鮮な水産物の供給やその販路拡大を図るとともに、地産地

消を推進します。 

l 各漁業組合は、自ら策定する「浜の活力再生プラン」に基づ

き、漁業経営の安定化を図ります。 

l 各漁業組合は、積極的な地域貢献活動などにより活性化を

図るとともに、組合間の連携強化を図ります。 

l 地域の水産物や加工品などを積極的に消費します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり

市内の漁港

かきの養殖

(*)　浜の活力再生プラン：水産業の持続的な発展及び活力ある漁村を実現するため、改革に取り組む意欲のある

漁村が、その実態に応じた総合的かつ具体的な取組内容及び改善目標を定めたもの。

かき

さわら

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「漁業があるから、阪南市が好き」 

「海を守る活動がしたい」

課題

めざす姿
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５雇用・就労支援の充実

◆様々な働き方を希望する就職希望者に対して、きめ細かな就労支援を行っています。

l 本市において、多様な企業活動が展開されており、市民

の雇用が確保されています。 

l 市民が社会の一員として働くことに意欲を持ち、自らの

能力を高めて活かせる職場環境で働き、安定した生活を

送っています。 

l 多様な働き方が展開されています。

めざす姿

関連計画など 

・ー

主担当課 

・生活環境課

取組方針

あなたの「ONE ACTION」

重点　ー

就労支援（イメージ）

l 将来のキャリアモデルなどが見えにくい、市内

で働く想像がつきにくい現状があります。 

l 雇用の場が少なく、市内での雇用情勢が厳しい

状況となっています。 

l 潜在的な就労相談の需要が見られません。

現状

l 企業誘致や地域資源を活かした産業の創出により、

市民の安定した暮らしを確保することが求められて

います。 

l 市民の雇用促進、就職困難者や高齢者などの就労支援

のため、地域就労支援事業に加え、公共職業安定所な

どとの連携をより強化しながら、個々のニーズに合わ

せた雇用・就労支援の充実が求められています。 

l 地域で働くことができる環境の創出に向けて、就労

支援として職業能力の向上に資する講座の提供な

ど、包括的な環境づくりを検討していくことが求めら

れています。

課題

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l テレワークなどの多様な働き方

も視野に入れた就労支援に公民

連携により取り組みます。

就労に 

つながった人数
人 1 ↗

 
l 庁内会議などで就労に関する担

当課、関係者と情報共有を行い

就労支援に取り組みます。 

 

l 企業誘致や創業支援などの様々

な施策と連携し、就労支援に取り

組みます。 

 

l 家庭事情、身体・精神的事情によ

り、様々な働き方を希望する就職

希望者を支援します。

地域就労 

支援センター 

相談件数

件 134 ↘

地域就労支援相談

及び就労・生活相

談の相談件数

 

地域就労支援 

事業メニュー 

利用者に対する

就職者の割合

％ 3 ↗

就職者数÷メニュ

ー（就労相談・能力

開発講座）利用者

数×100

l 企業は、新たな事業展開により、雇用を創出します。 

l 企業は、雇用対策として職業体験などを積極的に受け入れます。 

l 社会の一員として、働くことに意欲を持ち、自ら能力形成を図るととも

に、積極的に活動します。

就労支援講座の受講（イメージ）

出典：生活環境課資料 

103

3129

7
0

20

40

60

80

100

120

地域就労支援相談 就労・生活相談

相談件数 相談人数

令和６年度　地域就労支援センター相談件数及び相談人数

（件/人）

みんなが一緒にできること
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６自然と共生するまちづくり

◆自然と共生し、自発的な環境保全に取り組めるよう、支援します。

めざす姿

l 市民が海や山、農空間などに親しみ、身近な自然環境を

活かした居住空間と交流空間のあるまちで暮らしていま

す。 

l 市民間の交流により、自然環境や農地を保全及び活用し

ていくことで、自然との共生が体感できる住環境づくり

が進んでいます。 

l 市民がアダプトプログラムに関心を持ち、ボランティアに

参加しています。

現状

l 緑地環境が日々変化し、公園が老朽化するなか、

海・山や市内に広がる農地などの自然環境を次

の世代に受け継ごうという意識が高まってきて

います。 

l 自発的に団体を組織して、アダプトプログラムを

推進し、まちの清掃、住環境周辺の環境向上をめ

ざして活動を継続できるように支援しています。 

l 市に活動費を依存せずに活動を継続している団

体が増えてきています。 

l 高齢化などによりアダプトプログラムの担い手が

不足しており、団体が持続可能な活動を続けて

いくことが難しくなってきています。

l 自然環境の適切な保全や公園・緑地環境の適切な

維持管理が求められています。 

l 福島海岸やせんなん里海公園などの親水空間や、

男里川などの河川や各地区に点在するため池と

いった地域資源を大切に守り、市民が身近に自然

とふれ合うことのできる環境づくりが求められて

います。 

l 山中渓から雲山峰、府立阪南・岬自然公園などの

ハイキングコースを中心としたレクリエーションの

場など、豊かな森林環境をより一層活用していく

ことが求められています。 

l 環境保全のため、林道や河川の適切な維持管理

が求められています。 

l 世代を超えて豊かな自然を引き継いでいけるよ

う、環境保全の意識を育むことが求められていま

す。

課題

関連計画など 

・都市計画マスタープラン 

・森林整備計画 

・森林整備に係る実施計画

主担当課 

・河川農水課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  

l 森林の整備に関する施策や普及

啓発、公共建築物などの木材利

用の促進に取り組みます。

左記に該当する

事業数
件 3 3

 

l アダプトプログラムについて情報

発信し、市民の環境保全意識の向

上と新規加入を促進します。

阪南市アダプト

プログラム認定

団体数

団体 25 25

担い手の高齢化を

考慮し、団体数の

維 持 を 目 標 と す

る。

 l 大学や市民団体が主体的に行っ

ている自然環境保全や環境学習

などを促進します。 

 

l 緑の保全や創出を促進し、自然環

境と調和した住環境づくりを進

めます。

水辺の学校など

の自然環境学習

会の参加者数

人 中止 ↗

 大阪府自然環境保

全条例に基づく緑

化計画の届出

件 

（累計）
88 103

 l 林道のパトロールを行い、良好な

林道の維持管理に取り組みます。

l 公園や水辺空間を快適に利

用するため、ボランティアに

よる清掃活動に積極的に参

加します。 

l 自然環境に親しみ、誇りと愛

着を持ちます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　ー

俎石山から阪南市街・大阪湾を臨む

おおさか山の日クリーンハイキング

出典：道路公園課資料 

30

26
25 25 25

24
25
26
27
28
29
30
31

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（団体）
アダプトプログラム認定団体数

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「自然が豊かなところが好き」 

「自然を守る活動に取組みたい」
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７安全な水辺空間の形成

重点　ー

◆安全・安心して暮らせる水辺空間を維持・形成します。

l 河川や水路、ため池、海岸、港などの水辺空間が良好に

整備、維持管理されたまちで、市民が安全・安心に暮らし

ています。

取組方針

海洋教育に関する出前授業

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

 

l （維持管理に特化している施策の

ため、未設定）

 
l 河川や水路、ため池、海岸などの

水辺空間については、改修や浚

渫（しゅんせつ）などにより、安全

性の確保に取り組みます。 

 

l 河川や水路及びため池の維持管

理を適切に行い、長寿命化計画

策定や既存水路、雨水管などの

有効活用により、浸水被害の防止

と軽減に取り組みます。 

 

l 市民や団体による水辺空間の清

掃などの活動を支援します。

ため池ハザード

マップの作成数

箇所 

（累計）
10 30

 

水辺空間の清掃

活動参加者数
人 306 350

l 近年、集中豪雨などによる浸水・洪水被害が全

国で発生しています。

l 市街地周辺に点在するため池について、農業

的な利用だけではなく、防災機能を併せ持つ

整備や維持、管理が求められています。 

l 河川や水路、ため池、海岸、港などの水辺空間

について、改修や浚渫（しゅんせつ）などにより

安全性の確保が求められています。

鳥取池

l 水辺空間を活かした環境学習などを主体的に行います。

みんなが一緒にできること

主担当課 

・河川農水課

関連計画など 

・都市計画マスタープラン 

・強靭化地域計画

ため池ハザードマップ

課題

現状

めざす姿

あなたの「ONE ACTION」
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l 空き家の活用、所有者へ適正な維持管理を周知し、適切

な流通・管理の体制を整えています。 

l 関西国際空港や大阪市内からのアクセスが容易な環境を

活かし、コンパクト・シティの実現に向け、大学などと調

査・研究による連携、歩行者が歩きやすい空間に向けた

実証実験などへ活用し、市内または周辺都市の需要に即

した経済・文化活動を展開しています。 

l 市民が、街並みの景観の保全や、住環境に関するまちづ

くりのルールに理解を深め、魅力のある良好な街並みを

形成しています。 

l まちなかで「歩く文化」を根付かせるなどのウォーカブル

シティを推進するとともに、健康づくりとまちづくりの連

動を実現しています。

l 平成16(2004)年に景観法が制定されて以

降、近年は景観を観光資源や地域の活性化に

活用する動きが見られます。 

l 伝統的建造物などの居住者・所有者の高齢化

が進んでいます。 

l 空き家の数は、年々増加してきています。 

l 市内に位置する駅を中心としたコンパクト・シ

ティの形成が重要な要素となっていることか

ら、駅周辺地区の活性化に向けて取組を進め

ています。

現状

l 大阪府景観計画の歴史的街道区域（重点区域）であ

る山中宿地区などの歴史的街並みの保全や文化財

の保護など、伝統的建造物や旧街道の保全などに

関する取組が求められています。 

l 歴史的な街並みなどの景観を維持、保全していくこ

とが求められています。 

l 持続可能なまちづくりとして、コンパクトな市街地

形成が求められています。 

l 道路の規制緩和などによる人が集まることができ

る仕組みづくりやステークホルダー（市民や企業な

ど）を中心とした特定エリアの運用などに多様な考

え方を取り入れることが重要です。 

l 良好な市街地環境の形成を図るため、地区計画制

度を活用した規制、誘導が求められています。 

l 地域の高齢化や人口減少など、社会経済情勢の変

化に対応し、住み続けられるまちにするための柔軟

な土地利用が求められています。

課題

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 
 

l 空き家の利活用相談会を開催

し、利用してもらいたい方と利

用したい・住みたい方とのマッ

チングを行います。

相談会回数 回 5 ６

 
マッチング数 件 0 １

 
l 地区計画制度や建築協定によ

り、良好な市街地環境の形成が

図れるよう規制、誘導します。

地区計画による

届出住宅世帯数

世帯

（累計）
1,384 1,459

基準値は、令和6

年度の実績値

 

l 市民の外出による健康づくりや

人の交流を促進するため、中心

拠点（尾崎駅前）周辺の機能充

実を推進します。

中心拠点（尾崎

駅前）周辺の歩

行者数

人

【駅南断面】 
平日2,162 
休日3,627 

 
【駅東断面】 
平日1,527 
休日3,257

→
基準値は、平成28

年度の測定値

 
l 公共交通機関を利用し、歩いて

暮らせるコンパクトなまちづくり

を推進します。

主な外出先への

交通手段のうち

公共交通が占め

る割合

％
平日26 

休日18
現況値

阪南市公共交通基

本計画・評価指標

尾崎駅前

l 尾崎地区の浜街道や山中渓地区の紀州街道などに見られる

歴史的街並みに誇りと愛着を持ちます。 

l 建築協定や地区計画制度などを活用し、地域の住環境づくり

を進めます。 

l 地区内にある空き地、空き家の有効活用を図ります。 

l 生垣や花壇によるみどりの創出や美化活動など、地域住民に

よる快適な住環境づくりを進めます。 

l 尾崎駅周辺地区において、まちづくり活動を市民と企業が連

携し進めます。 

l 徒歩による移動機会を増やし、自然と健康増進に取り組みま

す。

関連計画など 

・都市計画マスタープラン ・立地適正化計画 

・空家等対策計画  ・公共交通基本計画

主担当課 

・都市整備課

８魅力的な街並みと快適な住環境づくり

みんなが一緒にできること

尾崎駅周辺整備イメージ 

出典：立地適正化計画 

◆コンパクトなまちづくりを行い、快適な住環境・空間を整えていきます。

めざす姿

取組方針

重点 ④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり 

⑫楽しく健康に過ごせるまちづくり

出典：国土交通省

あなたの「ONE ACTION」
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９公共交通と自動車交通との融合の実現

◆暮らしを支える、持続可能な公共交通の確保に取り組みます。

l 市民が、地域の現状に即した公共交通網を利用し、快適

に移動しています。 

l 自動車中心の移動手段から、公共交通と自動車交通を目

的や状況により選択しています。

めざす姿

現状

l 海側は道が狭く、山側は勾配が厳しいところもあ

り、公共交通を含めて移動が不便なエリアがありま

す。 

l 「阪南市公共交通基本計画」住民アンケート調査に

よると、普段の移動手段でバスを利用しない方が７

割を占めています。 

l 高齢になると公共交通中心の生活に転換できる方

が半数以上であり、高齢者や免許返納者の主たる

移動手段として、今後も公共交通の役割が期待さ

れます。 

l 「阪南市公共交通基本計画」パーソントリップ調査

によると、公共交通の利用者が減少傾向にある要

因に、高齢者の外出機会の減少が考えられます。

l 行政と市民や事業者とともに持続可能な公共

交通をめざし、取り組むことが求められてい

ます。 

l 利便性がある公共交通ネットワークへの改善

と結節機能の充実が求められています。 

l 公共交通の利用環境の改善が求められてい

ます。 

l 公共交通による外出機会の増加を図るため、

まちのにぎわいづくりと連携していくことが

求められています。 

l 地域主体による新たな移動手段（交通システ

ム）について取組支援が求められています。

関連計画など 

・都市計画マスタープラン　・立地適正化計画 

・公共交通基本計画　・地域公共交通網形成計画 

主担当課 

・都市整備課

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  

l 路線バスとコミュニティバスの重

複運行区間における輸送効率を

改善し、効率的な公共交通の実現

をめざします。

１便あたりの 

平均乗車人数
人 12.9 13.5

基準値は、令和6

年度の実績値

 l これまでの阪南市地域公共交通網

形成計画を、新たに地域公共交通

計画に一本化し、施策実施に向け

て取り組みます。 

 

l 各地域が鉄道、バスと連携できる

よう、交通結節機能の充実に取り

組みます。 

 

l 都市機能として、尾崎駅前までの

アクセスの充実を図りつつ、尾崎

駅前の交通計画を推進します。

交通手段のうち

公共交通が占め

る割合

％
平日26 
休日18

平日33 
休日20

基準値は、平成28

年度アンケート調

査

 

自家用車以外で

も移動できると

思う人の割合

％ 15 ↗ 同上

 l 公共交通の利用改善へ向け、乗り

換えの円滑化や情報提供、バス待

ち環境など、公共交通会議にお

いて議論を進めます。 

 

l 各地域の公共交通の課題解決な

どを踏まえ、持続可能な本市の公

共交通のあり方を検討します。

鉄道とバスとの

乗継利用の利便

性が向上したと

思う人の割合

％ ― ↗

次回アンケートで

基準値と目標値を

把握

l 自動車中心の移動手段から、公共交通と自動車交通を目的や状況により

選択します。 

l まちへ外出する機会、交流する機会を増やします。 

l 運行情報を利用し、待ち時間を有効に活用します。

みんなが一緒にできること

重点　ー

市内を走るコミュニティバス

出典：公共交通基本計画

 よく利用する鉄道駅名 回答数

 南海樽井駅 2

 南海尾崎駅 58

 南海鳥取ノ荘駅 17

 南海箱作駅 30

 JR和泉砂川駅 1

 JR和泉鳥取駅 14

 JR山中渓駅 1

 総回答数 123

 回答者数 123

※複数回答

出典： 

公共交通基本計画 
あなたの「ONE ACTION」

課題
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10都市基盤の形成と維持管理

◆市民が安全・安心に利用できる道路・公園環境の整備や維持管理を進めます。

l 関西国際空港や大阪市内からのアクセスが容易な環境を

活かし、広域交通網の整備促進に寄与します。 

l 市民が、安全で快適な交通環境のもと、安心して道路を

利用しています。 

l 自転車利用促進により、市民がより自由に移動できる環

境をめざしています。 

l 市民は、適切に維持管理された公園を安心して利用して

います。

めざす姿

取組方針

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

  

l 利用頻度の少ない児童遊園につ

いて、管理者の募集を行うとと

もに利活用を図るなど、児童遊

園の適正化に取り組みます。

利活用などが決定

した児童遊園数
箇所 0 ４

 l 既存道路や橋梁などの都市基盤

施設の適切かつ効率的な維持管

理手法について、長期的な視点を

持って、計画的に取り組みます。 

 

l 市民に身近な生活道路を重点的

に維持・修繕するとともに、維持

管理に取り組みます。 

 

l 自転車活用推進計画に基づき、

自転車の活用の推進に取り組み

ます。 

 

l 第二阪和国道複線化事業を推進

できるように国、府へ働きかけま

す。

道路舗装長寿命化

修繕計画に基づく

舗装整備面積

㎡ 21,724 21,000

平成27年度から

着手 

道路延長210km

（840,000㎡）に

基づく整備率 

（年７km想定）

 
l 公園の清掃などのアダプトプロ

グラム登録団体などが活動でき

る制度の啓発、促進を行います。

阪南市アダプト

プログラム 

認定団体数

団体 

（累計）
25 25

担い手の高齢化を

考慮し、団体数の

維 持 を 目 標 と す

る。

l 地域の生活道路や公園に愛着を持ち、大

切に利用します。 

l 公園の清掃などのアダプトプログラム

制度や市内一斉美化作業など、美しい

生活環境や快適な空間づくりに積極的

に参加します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　④地域経済を活性化し、新たな活力とにぎわいを創出するまちづくり

児童遊園

出典：国土交通省近畿地方整備局

清掃活動

課題現状

l 効率的かつ効果的な都市基盤施設の維持管理や有効活用が

求められています。 

l 利用者の意見を聞いて、遊具施設の更新などが求められて

います。 

l 道路照明をLED化するなど、修繕・管理手法の検討が求めら

れています。 

l 府などと協議しつつ、第二阪和国道複線化事業を推進し、よ

り便利で使いやすい交通ネットワークを構築していくことが

求められています。 

l 世代を超えて豊かな自然を引き継いでいけるよう、環境保

全の意識を育むとともに、SNSを活用し情報発信すること

で、環境保全について啓発することが求められています。

l 高度経済成長期に急速に整備された道

路、公園などの都市基盤施設の老朽化

が進み、維持・補修にかかる財源の確

保が全国的にも懸念されています。 

l 公園遊具施設においては、老朽化が

懸念されているため、修繕を検討する

とともに、ニーズに合わせた健康遊具

の導入などを検討しています。 

l アダプトプログラムの担い手が不足し

ており、団体が持続可能な活動を続

けていくことが難しくなってきていま

す。

関連計画など 

・都市計画マスタープラン 

・強靭化地域計画 

・橋梁長寿命化修繕計画 

・公園施設長寿命化計画 

・公共施設等総合管理計画 

・道路舗装維持管理計画 

・自転車活用推進計画

主担当課 

・道路公園課

小中学生からは・・・ 

こんな意見が！ 

「広くてトイレや 

遊具のある公園が欲しい」 

「道路のデコボコを 

直してほしい」
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１柔軟な行政経営とスマートシティの推進

◆多様な時代の変化に対応する、柔軟な行政経営とスマートシティの実現をめざします。

l 本市を取り巻く社会情勢や市民ニーズを踏まえ、地域に

ある「資源」を有効に活用し、地域社会・経済の活性化を

図り、施策・事業の選択と集中を基本とした行政経営と魅

力あるまちづくりを進めています。 

l 行政のDXやスマートシティの取組を推進し、市民生活の

質の向上に取り組むとともに、生成AIや先進技術の活用

により、事務の効率化・迅速化が図られています。

めざす姿

l 市民ニーズの多様化・高度化や、地方分権が進

んでいます。 

l 将来の人口減少と合わせて、将来の職員数の

減少が見込まれます。 

l デジタル技術やデータの活用による、スマートシ

ティの推進に取り組んでいます。

現状

l 経営資源（ヒト・モノ・カネ）が限られる中、地域の自己

決定・自己責任のもと、急激な社会情勢の変化への

対応や施策目標の達成に向け、最小限の経費で最大

限の成果を得られる柔軟な行政経営が求められてい

ます。 

l 将来の職員数減少に対応するため、行政の簡素化や

効率化などに取り組むことが求められています。 

l 社会環境の変化に対応し、スマートシティの取組を推

進することや、書かない・待たない・行かない窓口の

推進、DX（デジタル変革）人材育成などの行政のDX

を推進することが求められています。 

l 人口構造の変化やインフラの老朽化などの変化・課

題に的確に対応し、持続可能な形で住民生活を支え

ていくためには、各地方公共団体がそれぞれの強み

を活かし、資源を融通し合うなど、地域の枠を超えた

連携が求められています。

課題

関連計画など 

・総合戦略 

・行政経営計画 

・スマートシティ推進計画

主担当課 

・企画課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

l 各ONE ACTIONの達成に向け

て後押しします。

達成率 ％ － 100

施策ごとに設定の

「 ONE ACTION 」

の達成率

l 行政経営計画の実効性を高め、

戦略的な行政経営を推進すると

ともに、進捗状況の情報を共有

することにより、行政経営の仕組

みづくりを進めます。

基本計画に掲

げた成果指標

の平均達成率

％ － 100

l 行政手続のオンライン化の促進

などの行政のDXに取り組むとと

もに、地域課題の解決や住民の

暮らしの質（QOL）の向上を図る

ため、デジタルデバイド対策や

ICTを活用したスマートシティ戦

略に取り組みます。

オンライン申請

の利用件数
件 2,076 3,000

l 国や大阪府の取組と連携してデ

ジタル技術などの活用に取り組

みます。また、国が新しい資本主

義として掲げるデジタル関係施

策を注視、活用して施策に取り組

みます。

l 福祉、環境、産業など、まちづくり

のあらゆる分野で地域の実情と行

政ニーズに応じた広域連携を積極

的に進めます。

l 市の行政経営について理解に努め、関心がある分野で自分の

「ONE ACTION」に取り組みます。 

l インターネットやスマホなど新しいツールによるつながりや変化

を楽しみ、オンライン行政手続を含めた新しい取組を便利に活

用します。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑧新しい生活様式や技術に対応するまちづくり

スマートシティ推進計画

スマホ相談会 
デジタル田園都市構想総合戦略



  

持続可能な発展を支える行政経営のまち

102 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２施策展開のための人材の育成支援・確保

◆有効な施策を展開するため、持っている資質や能力を高め、組織目標の達成に向けて自ら行動できる職員の育

成を支援します。

l 他の地方公共団体や企業の情報を収集し、採用動向に応

じた採用の仕組みや、定年引上げに対応した制度を構築

し、人材確保を進めています。 

l 社会変化や地域課題を的確に分析し、政策の形成や評価

を可能にする人材、各施策の実施において、その趣旨を

踏まえた企画・調整を積極的に進める人材の育成を支援

しています。 

l 有効な施策の展開を図るため、高度な知識・経験を有す

る人材を確保し、各施策所管課が広域連携や外部人材の

活用などの検討を進めています。 

l 仕事の場を職員それぞれが望むキャリア形成及び自己実

現する場と捉え、その理解と意識の醸成を図るとともに

職員キャリアの形成を進めています。

めざす姿

l 人材育成基本方針のめざすべき職員像に合致

する人材の確保に努めています。 

l 施策の趣旨を理解し、施策の企画・調整を進め

ることができる職員が求められています。 

l 各施策の実施において、担当職員による知識

の習得に努めています。 

l 人事評価制度では、能力評価により職員が自

分の強みと弱みを知り能力開発できるよう、ま

た、業績評価により職場内の全員が目標を共

有し、職員一人ひとりがやりがいを持って職務

に取り組めるように努めています。

現状

l 少子化の進展により人材確保が課題となる中、仕事

観の変化による人材の流動化への対策や、定年引上

げなどによる職員構成の変動に対応した制度構築が

求められています。 

l 職員研修の充実を図るとともに、研修効果や職員ニ

ーズとの整合性を把握し、職員が自らの能力向上に

取り組みやすい環境を整備することが求められてい

ます。 

l 先見性を持ち、将来にわたって社会環境の変化に対

応した施策の企画・調整ができる人材の育成支援や

様々な人材などの活用の検討が求められています。 

l 職員のやる気を高めるため、人事評価制度の活用促

進や、キャリアデザイン、資質や能力を踏まえた職員

の育成支援が求められています。

課題

関連計画など 

・人材育成基本方針 

・職員研修計画 

主担当課 

・秘書人事課 

・企画課

取組方針

取組 指標 単位
基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

l 多様な受験者の中から、めざす

べき職員像に合致した人材を採

用します。

採用倍率 倍 6.3 →

l 研修効果の測定結果を参考に

各職階に求められる能力に対

応した研修を実施します。

研修が業務に活

用できると思う

職員の割合

％ 80 ↗

l 外部機関の研修を含め、職員

が自らの能力向上に取り組み

やすい環境を整備します。

積極的に能力開

発に取り組んで

いる職員の人数

人 240 ↗

l 市民と職員が研修、会議などの話し合う場において、それぞれが持つ経

験・知識・情報を用いて建設的に意見交換を行うことで、ともに学び、気

づき、能力向上につなげます。

みんなが一緒にできること

あなたの「ONE ACTION」

重点　⑧新しい生活様式や技術に対応するまちづくり

職員研修

協働研修 
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３健全な財政運営

◆財政規律を遵守し、健全で持続可能な財政運営をめざします。

l 多様化する住民ニーズに対応し、市民サービスの向上を

図るため、さらなる行政DXを推進し、業務の効率化・改

善に取り組んでいます。 

l 将来の人口減少社会を見据えた組織体制の確立をはじ

め、財源の積極的な確保を図り、財政調整基金に頼らな

い、持続可能な行財政運営に取り組んでいます。 

l 次世代に過度の負担がかからないよう、持続可能な都市

経営の観点から、将来の人口推移や財政規模に見合っ

た、施設の統廃合などにより、施設総量の適正化に取り

組んでいます。

l 令和６年度決算における中長期財政収支見通し

では、この間の取組により、財政状況は一定の

改善を図ったものの、経常的経費が依然高い水

準で推移し、泉南清掃事務組合の新炉建設をは

じめ老朽化する公共施設の改修事業などを計

画しており、今後、これらの事業を実施すると、

ますます厳しい財政状況となることが予測され

ます。 

l 令和６年度決算をもって財政非常事態宣言解除

を行いましたが、引き続き、「行財政構造改革プ

ラン改訂版」に掲げている取組の方向性を踏ま

えつつ、今後５年間に重点的に取り組む項目を

抽出した「重点取組方針」に示す取組を計画的

に推進し、持続可能な行財政運営の確立に取り

組んでいます。

l 今後の人口減少社会を見据え、多様化する行政ニー

ズに対応し、市民サービスの向上を図るため、行政手

続の簡素化などさらなる行政DXの推進はもとより、

組織体制のコンパクト化による適正な職員の定員管

理の確立が求められています。 

l 限られた財源の中、新たな施策を展開するために、ビ

ルド＆スクラップにより事務事業を構築することが求

められています。 

l 生産年齢人口の減少による市税収入の伸び悩み、財

政運営が硬直化している中、ふるさと納税の戦略的

な展開や未利用財産の有効活用などにより、新たな

財源の積極的な確保が求められています。 

l 老朽化する公共施設については、施設の統廃合をは

じめ、複合化などを行い、多様な市民ニーズに対応す

るとともに、将来の人口推移や財政規模に見合った

施設総量の適正化が求められています。

課題

取組方針

関連計画など 

・行財政構造改革プラン改訂版 

・公共施設等総合管理計画 

・職員定員管理計画

主担当課 

・行財政構造改革推進室

 
取組 指標 単位

基準値 

（R6）

目標値 

（R11）
指標の考え方

 

l 「財政非常事態宣言」の解除後

も引き続き持続可能な行財政

運営に取り組みます。 

財政調整基金残高

15億円以上 百万円 1,908 →

 
l 施策の財源を確保するため、

税外収入の確保に取り組みま

す。

ふるさとまちづく

り応援寄附金額 百万円 138 ↗

 
l 将来の人口減少に即した適正

な職員の定員管理をめざしま

す。

定員管理計画の 

正規職員数
人 359 ↘

l 次世代に過度の負担がかからないよう、持続可能な行財政運営の確立に

向け、適切な行政サービスのあり方や必要な受益者負担についての理解

を深めます。 

l 公民の役割分担による住民自治の実現のため、地域社会の活性化に取

り組みます。 

l 多様化する公共サービスを維持・充実するため、行政との連携強化を進

めます。

あなたの「ONE ACTION」

重点 ー

市政報告会（財政状況の説明）

ふるさと納税のPR

めざす姿

　小中学生からは・・・こんな意見が！ 

「人が集まる、住みやすいまちに 

　するために、税収を上げよう！」 

「ふるさと納税でも稼ごう！」

みんなが一緒にできること

現状
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阪南市総合計画策定主要経過 

 
 

（１）阪南市総合計画審議会 

 

（２）市民参画等 

   

 

   

 

 

 

 

 回 開　催　日 内　容

 第１回 2025 年７月 24 日 ・市長あいさつ、委員紹介 

・諮問 

・総合計画策定方針及びスケジュールについて　等

 第２回 2025 年９月 26 日 ・総合計画（序論、基本目標１～３）について審議

 第３回 2025 年 11 月 13 日 ・総合計画（基本目標４～６）について審議

 第４回 2025 年 12 月 19 日 ・総合計画について審議 

・答申（案）について

 項　目 全世代向け住民アンケート　※総合戦略策定時に実施

 実施時期 2024 年９月～10 月

 内　容 対象：16 歳以上の住民　3,000 人

 項　目 若者・子育て世代向け住民アンケート　※総合戦略策定時に実施

 実施時期 2024 年９月～10 月

 内　容 対象：16 歳以上～50 歳未満の住民　1,000 人

 項　目 総合計画にかかる市長との交流会（市内４中学校）

 実施時期 2025 年７月 30 日

 対　象 市内４中学校の生徒（各学校の生徒代表）　９名

 内　容 総合計画の説明と意見交換

 項　目 総合計画にかかる市長との交流会（朝日小学校）

 実施時期 2025 年９月 11 日

 対　象 朝日小学校の児童（６年生２クラス　47 名）

 内　容 総合計画の説明と意見交換

 項　目 総合計画にかかる市長との交流会（上荘小学校）

 実施時期 2025 年 10 月 29 日

 対　象 上荘小学校の児童（６年生２クラス　57 名）

 内　容 総合計画の説明と意見交換

 項　目 パブリックコメント

 実施時期 2026 年２月２日～３月２日

 内　容 総合計画中期基本計画（案）についての意見を募集
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平成３年９月 30 日 

条 例 第 2 0 号 
 

阪南町総合計画審議会条例(昭和 47 年阪南町条例第 10 号)の全部を改正する。 

    (設置) 

第 1 条　地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、

阪南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2 条　審議会は、市長の諮問に応じ、阪南市総合計画に関する事項について、調査及び

審議する。 

(組織) 

第 3 条　審議会は、委員 20 人以内で組織する。 

2　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1)　学識経験のある者 

(2)　公共的団体の代表者 

  (3)　市民 

3　委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するもの

とする。 

4　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条　審議会に会長及び副会長各 1 人を置く。 

2　会長は、委員の互選によって定める。 

3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4　副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

5　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 (会議) 

第 5 条　審議会は、会長が招集する。 

2　審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

 (庶務) 

第 6 条　審議会の庶務は、未来創生部企画課において処理する。 

(平 21 条例 31・平 29 条例 29・令 3 条例 1・令 7 条例 1・一部改正) 

 (委任) 

第 7 条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定め

る。 

阪南市総合計画審議会条例
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    附　則 

 　(施行期日) 

1　この条例は、平成 3 年 10 月 1 日から施行する。 

 　(経過措置) 

2　この条例施行の際、現に改正前の阪南町総合計画審議会条例第 3 条第 2 項の規定に

より任命されている委員は、改正後の阪南市総合計画審議会条例(以下「新条例」とい

う。)第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員

の任期については、新条例第 3 条第 3 項及び第 4 項の規定にかかわらず、平成 4 年 3

月 31 日までとする。 

    

附　則(平成 11 年 3 月 31 日条例第 13 号) 

この条例は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 12 年 12 月 12 日条例第 37 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則(平成 13 年 4 月 27 日条例第 16 号) 

この条例は、平成 13 年５月 1 日から施行する。 

附　則(平成 15 年 3 月 31 日条例第 8 号) 

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 17 年 3 月 31 日条例第 8 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則(平成 17 年 3 月 31 日条例第 9 号)抄 

(施行期日) 

1　この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 18 年 3 月 7 日条例第 2 号)抄 

(施行期日) 

1　この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 21 年 12 月 29 日条例第 31 号)抄 

(施行期日) 

1　この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 29 年 12 月 22 日条例第 29 号)抄 

(施行期日) 

1　この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(令和３年 3 月 25 日条例第１号)抄 

(施行期日) 

1　この条例は、令和３年５月 1 日から施行する。 

附　則(令和 7 年 3 月 24 日条例第 1 号) 

この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
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平成３年９月 30 日 

規 則 第 3 0 号 

 

阪南町総合計画審議会条例施行規則(昭和 47 年阪南町規則第 45 号)の全部を改正す

る。 

(趣旨) 

第 1 条　この規則は、阪南市総合計画審議会条例(平成 3 年阪南町条例第 20 号)の施行

について、必要な事項を定めるものとする。 

(平 22 規則 36・一部改正) 

(委員構成) 

第 2 条　阪南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員構成は、次によるものとす

る。 

(1)　学識経験のある者　5 人以内 

(2)　公共的団体の代表者　9 人以内 

(3)　市民　6 人以内 

(平 22 規則 36・一部改正) 

(意見の聴取) 

第 3 条　会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員又は関

係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

(平 22 規則 36・一部改正) 

附　則 

この規則は、平成 3 年 10 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 11 年 3 月 31 日規則第 30 号) 

この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

附　則(平成 12 年 12 月 28 日規則第 33 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則(平成 17 年 3 月 31 日規則第 11 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則(平成 22 年 12 月 29 日規則第 36 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

阪南市総合計画審議会条例施行規則
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（敬称略・五十音順、◎は会長、○は副会長） 

 氏名 所属

 
泉　一敏 阪南市自治会連合会

 
岩田　千栄美 桃山学院大学

 
川上　泰資 大阪府（政策企画部）

 
木下　紫 公募市民

 
小森　聡 公募市民

 
佐久間　康富 和歌山大学

 
○ 下村　泰彦 大阪公立大学

 
築野　由照 阪南市社会福祉協議会

 
土井　雷蔵 公募市民

 
中西　侑里香 公募市民

 
根無　昭美 公募市民

 土生　茂一 公募市民

 
◎ 久　　隆浩 近畿大学

 
雪谷　充宏 阪南市観光協会

阪南市総合計画審議会委員
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阪 企 第 1 0 3 号 

令和７年７月 24 日 

 

　阪南市総合計画審議会 会長　様 

 

阪南市長　上甲　誠 

 

 

　　　阪南市総合計画について（諮問） 

 

 

阪南市総合計画（中期基本計画）を策定するにあたり、阪南市総合計画審議会条
例第２条の規定により、貴審議会に調査及び審議を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問書
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令和８年１月 16 日 

　阪南市長　上甲　誠 　様 

阪南市総合計画審議会 

会長　　久　　隆　浩 

 

阪南市総合計画（中期基本計画）について（答申） 
 

　令和７年７月 24 日付け、阪企第 103 号により諮問のあった「阪南市総合計画（中期基本計

画）」について、慎重な審議の結果、別添のとおり答申します。 

なお、本計画の推進にあたっては、以下の事項に留意し、真摯な行政運営を進められたい。 
 

記 

１．ONE ACTION のさらなる充実 

将来ビジョンで示した「ONE ACTION ～時代の１歩先をゆくまち～」の実現のためには、

先進的な取組の充実が重要である。多様な主体の共創により新たな価値を創出する取組を、

これからもたゆまぬ努力により増やしていただきたい。 
 

２．庁内横断的な組織連携の徹底 

地域課題の複雑化に対応するため、部局間の連携を一層強化し、施策を横断的に推進す

る体制の整備が重要である。特に複数分野にまたがる施策においては、いわゆる「横ぐし」

的なマネジメントを徹底し、庁内での情報共有・連携・協働を強化されたい。 
 

３．協働・共創の推進 

市民・地域・企業・行政がそれぞれの役割を発揮しながら、効果的な協働・共創を進める体

制づくりが求められる。行政は、市民活動や地域主体の取組を積極的に支援し、「わがごと

意識」の醸成につながる環境整備を図られたい。市民がまちづくりに参画できる仕組みの充

実と、協働・共創を支える基盤の強化を進められたい。 
 

４．広域連携の推進 

人口減少や財政制約の進行を踏まえ、防災、公共交通、医療・福祉、産業振興、インフラ維

持など多分野で自治体間の連携は不可欠である。近隣市町との協働により、行政サービス

の質向上と効率化、広域的な課題解決に向けた取組を積極的に進められたい。 
　 
５．後期基本計画を見据えた取組の推進 

（１）附属機関の統合と役割の再整理 

総合計画と地方創生に関する総合戦略は内容的な重複が大きく、一体的に策定すること

で計画の整合性とマネジメントの効率化が期待できる。後期基本計画策定にあたり、両計

画の統合を積極的に検討されたい。 

また、総合計画審議会については、計画答申後に役割が終了する現行制度を見直し、進

捗管理にも継続的に関与できる常設的な附属機関としての在り方を検討されたい。 

（２）行政評価制度の見直し 

総合計画は市の最上位計画であり、その実効性を高めるためには、行政評価が総合計画

と密接に連動して機能することが求められることから、総合計画の策定プロセスと一体的

に運用できる行政評価の手法を検討されたい。 

 

以上 

答申書
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第１節　様々な調査などからみえる本市の課題 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本構想（前期基本計画）策定時の序論資料　抜粋

１　基礎調査 

 

人
口

l 本市の人口は、推計で、令和12(2030)年には44,476人、令和22(204

0)年には37,007人まで減少する見込み。また、令和７(2025)年の高齢化

率は、35.4%まで上昇する見込み 

l 老年人口指数推移をみると、西鳥取地区では令和17(2035)年、その他の地

区では令和27(2045)年に100％を越える見込み 

l 人口増減の推移では、15歳～24歳は転出超過傾向。また、過去転入超過だっ

た25歳～39歳は、平成12(2000)年から平成27(2015)年で転出超過

 

産
業

l 泉南地域を中心とした民営事業所の従業者数（対人口比）をみると、本市は最

も小さく、人口に比べて市内での就業者が少ない傾向 

l 他市に比べて市内の事業所が少ないため、人口一人あたりの製造品出荷額な

どが少ない状況

 

財
政

l 歳入構造の推移をみると、平成28(2016)年以降、市税は減少し、地方交付

税は増加 

l 後期高齢者医療・介護保険の特別会計への繰出金が増加傾向にあり、今後も

高齢者増加に伴う社会保障関連費用の増加が見込まれ、厳しい財政状況が続

くと想定 

l 市民一人あたりの歳出額では、総額として類似団体より少額であるものの、義

務的経費の割合は類似団体よりも本市の方が高め

２　市民意識調査 

l 市民意識調査の達成度と重要度をみると、安全・安心に関する項目は高く、健康・福祉に関

する項目が次いで高い状況 

l まちづくり・協働・市民参画に関する項目、観光・国際交流に関する項目は、達成度と重要度

の両方が低い状況

３　中学生アンケート 

l 本市が「好き」「どちらかと言えば好き」の割合は、８割以上 

l 本市の好きなところでは、上から順に、「自然環境の豊かさ」「祭りやイベントなどの多さや

楽しさ」「学校の楽しさ」 

l 本市の足りないところでは、下から順に、「多くの人が訪れる場所」「スポーツなどの外で遊

ぶ場所」「将来の働く場所」 

l 将来なりたい職業は、「会社員」(14.5%）、「公務員」(13.0%）が上位
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第２節　前総合計画の振り返りからみえる課題 

①　【協働社会】 

l 市民協働事業の拡充 

l 市民活動センターを中心とした担い手の育成などの環境整

備 

l SNS(Facebook、Twitter、Instagram、LINEなど)に

おける各媒体の情報発信力の強化 

l 受け手を意識した効果的な情報伝達の推進 

l 新しい人の流入を促し、まちづくりへ関与してもらう仕組

みづくりの構築 

l 使われなくなった公共施設や空き家などを有効活用し、協

働や市民の活力を引き出すことによるまちづくり 

l インナープロモーションを展開し、ボランティアをしたい人の増加やコミュニティの濃密化などを

促進 

l 「市内でがんばる人」が誇りを持ち活動できるよう応援できる地域づくり 

l チャレンジする人と伴走できる仕組みづくり 

l 地域課題を地域住民が共有し、課題解決のために協働する仕組みづくり 

l 地域でのまちづくり組織の設立支援 

 

５　地域懇談会・まちづくりアンケート 

l 将来の本市を見据えた子育て世代をサポートし、暮らしやすい環境を整備 

l 高齢者福祉だけでなく、子育て層に力を入れて、本市の将来構造の見直し 

l 若い人や女性に対しまちづくりへの参画を促す、今の時代にあった働き方を支援できるス

ペースや機能を整備 

l 発信力のある人やキャリア形成の真似をしたくなる人といった先駆的な人材を取り上げ、多

様な地域プレイヤーによるチャレンジするまちづくりの様相を明示 

l 空き家及び廃校など使わなくなった公共施設について、企業誘致や地域内での利用促進な

ど、本市の魅力が増すとともに、地域に根差した管理・運営ができる使い方を検討

４　地域まちづくり座談会 

l 自分ごととして捉え身を守るセーフティネットの構築 

l 子どもの頃から社会課題に触れ、地域の困りごとを共有する仕組み 

l 認知症などの病気へ進行させない「歩く文化」への取組

市民協働事業実践例
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②　【健康・福祉】 

l 健康寿命の延伸 

l 介護予防事業や医療連携の強化 

l 歩きたくなる空間を創出することによる 

健康増進施策の検討と運動の習慣化の推進 

l フレイル予備軍も含め、要支援・要介護認定に 

進ませない効果的な仕組みづくり 

l 共働き世帯の増加に伴う保育需要に対応する人員の確保 

l 多様な子育て支援需要に対応する切れ目のない子育て支援サービスの展開 

l 子育て世代の定住の関心を集める施策 

l 障がい者などが地域から孤立しない社会づくり 

l 生きがい・健康づくりといった社会とつながるコミュニティの継続・維持 

l 状況が深刻化する前に、孤立化や社会的ひきこもりなどの複合課題を抱える人に支援の手を差

し伸べる公民連携の仕組みづくり 

 

③　【生活環境】 

l 自主防災組織の新規結成や、既存組織の持続的な活動を可能にする担い手の確保や役割分担、

連携体制などの更新 

l 自主防災組織の活性化や地区における自助意識の向上、互助コミュニティの形成の促進による

災害に対する安全・安心の体制の構築 

l 行政・消防・公共施設などと連携した訓練・講習を通じた、自助・共助意識の醸成 

l 地区での自助と互助のすみ分けや、より広い範囲での活動などによる適正な防災の推進 

l 防災機能を維持するための、ため池の効率的な維持管理 

l 公共インフラ設備に対する中長期的な経営戦略、ストックマネジメントによる長寿命化をめざし

た修繕などの見直し 

l 市民団体などによるリサイクルの推進 

l 「食品ロス削減」や「プラスチックごみ削減」について啓発 

l 環境に関する市民意識の醸成 

l 老朽化した焼却炉の計画的な更新 

l ゼロカーボンシティ宣言とSDGsとの連動 

l 市民が環境負荷低減を「わがごと」として考えられる仕組みづくりと、環境への負荷が少ない持

続可能なまちづくり 

l 増加が予想される空き家・空き地の対策を通じた、市民と行政の協働による将来を見据えたま

ちづくり 

子育て総合支援センター
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④　【教育・生涯学習】 

l 園児一人ひとりを豊かに育む教育環境の整備と効果的で安全・安心な幼稚園運営の推進 

l 切れ目のない支援に向けた就学前施設・家庭・地域がつながる機会の提供 

l 共働き世帯の需要を満たす、多様な教育環境の提供 

l 小学校・中学校における、地域ぐるみの教育環境づくり 

l 施設の整理統合や大規模改修、ICT環境整備などの取組 

l 就学援助や保健事業の充実 

l 子ども支援員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの適正な配置 

l 社会教育施設における計画的な改修・再編 

l 学習活動の成果を地域で活かすことができる環境づくり 

l 公共施設の適切な管理手法の検討 

l 多様な市民の学習活動を支援する事業の展開 

l 人と人とをつなぐコーディネーターとしての役割を担う人材の育成 

l 指導者の育成やボランティアの確保などの体制づくり 

l 講習などの成果を地域に還元していく仕組みづくり 

l 活発な多文化交流の推進 

l すべての市民が意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会づくり 

l 市内の若年者がまちの魅力を再発見する機会となる、様々な学びの場の充実 

 

⑤　【産業】 

l 市の資源を活かした着地型観光を主軸とした、観光コン

テンツの磨き上げやプロモーションの展開 

l まち全体の回遊性向上策の構築 

l 地場産業をはじめとした商工業の振興 

l 地域農業の活性化・安定化に向けた、農業の担い手や新

規就農者の掘り起こし 

 

 

l 生産緑地や耕作放棄地などの土地を貸し出すなどの仕組みづくり 

l ICTを活用した農業の推進による効果的な農作物の収穫や就農障壁の低減 

l 「浜の活力再生プラン」の取組を活かした魚食文化の再定着 

l 地産地消による漁港のにぎわい創出 

l 学校と連携し、本市の独自性を活かした海洋教育や、地元魚介類の学校給食への提供、漁港な

どの施設見学などを推進 

l 本市の豊富な地場産品に対する認知度の向上とブランドの強化による、観光と産業が連携した

経済活性化 

l 海の生態系を保全するブルーカーボンの取組と合わせた、養殖環境や海中環境の改善 

l 就労支援講座の提供や新たな企業用地の確保による、地域で働き続けることができる包摂的な

環境の創出 

l 就労困難者などに対する持続可能な支援体制の検討 

ふるさと納税
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⑥　【都市基盤】 

l 環境保全のための林道や河川の適切な維持管理 

l 世代を超えて豊かな自然を引き継いでいく環境保全意

識の醸成と啓発 

l 観光や健康づくりと連携した、自然環境や景観を利用

した新しい活用の切り口 

 

 

l 大阪府立阪南・岬自然公園などのハイキングコースの周知・PR 

l 地区計画制度を活用した良好な街並み形成への誘導 

l 景観や街並み保全の周知啓発の推進による、景観行政にかかる市民の理解を促進 

l 下水道の効率的な整備 

l 道路の規制緩和などによる、人が集まることができる仕組みづくりや関係者（市民や電鉄会社

など）、駅を中心としたエリアマネジメント(*)の推進 

l 尾崎駅前地区を含めた尾崎駅前までのアクセス道路の検討 

l 道路維持管理計画に基づいた道路補修 

(*) エリアマネジメント 
特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営（マネジメント）を積極的に行お

うという取組。 

 

⑦　【行政経営】 

l 若い世代に対する市政への参画意識を高揚させる取組の全庁的な展開 

l PDCAサイクルによる施策の実行性の向上と、柔軟な事務事業の実施 

l 職員が自らの能力向上に取り組みやすい環境の整備 

l ウェブサイトなどを積極的に活用した採用試験情報の発信と、様々な機会を通じた職場の魅力

発信 

l 行財政構造改革プランによる財政の展開、また、新たに投資する財源の確保と未来を形づくる

施策の重点化など適切な管理運営 

l 施策の振り返りや指標の見直し、職員の意識向上などによる効果的な行政経営 

l ICT・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進と対応できる人材の確保 

l ウェブサイト・広報誌・SNSなどの多様な広報媒体を活用した情報発信力の向上 

l 交流人口や関係人口の拡大につながる効果的なプロモーション活動の推進 

 

 

山中渓の桜並木
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第３節　本市における方向性 

基礎調査並びに関係ヒアリングなどを踏まえ、今後 12 年間で直面する現象（社会情勢の変

化、本市の構造変化）に対して、推進する方向性の洗い出しを行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現象 想定される主な構造・要因 方向性

 

市財政の 

収入減少 

支出増大

Ÿ 高齢者が増加することで、社会保障関連費用

（医療・介護費）が増大する一方で、生産年齢

人口による納税者層が減り、支出超過の財政

構造へ転換 

Ÿ まちに「歩く文化」が根付いていないため、介

護予防などの取組が不足 

Ÿ ニュータウンごとに公共施設を設置している

ため、数が多く、また老朽化も進んでいるため

維持管理費の負担増

Ÿ 社会保障関連費用を縮減する

ために、将来の高齢者へアプロ

ーチする政策の構築（歩く文

化、地域のコミュニティ進展な

ど） 

Ÿ 市民、ひいてはまち全体が経

済的に潤うまちへの転換を行

い、財政の健全化を促進

 
現象 想定される主な構造・要因 方向性

 

人口 
減少

Ÿ 高齢化が進み、生産年齢人口が少ない人口構

造のため、経済規模の縮小、労働力不足、地

域の担い手の不足などが加速 

Ÿ 自然増を図ることが難しい人口構造 

Ÿ 人口移動をみると、15歳～24歳で転出超

過。かつて転入超過だった25歳～39歳が転

出超過に。特に、泉南市・泉佐野市への転出超

過が顕著 

Ÿ 大阪市から40分という交通環境のアピール

不足 

Ÿ 市内に働く場所が少なく、かつ、チャレンジを

促す環境が未整備 

Ÿ 獲得した知識・資格などの経験を、市内で活

かしにくい環境 

Ÿ 海側は道が狭く、山側は勾配が厳しいところ

があり、公共交通などの移動が不便 

Ÿ 空き家などの増加 

Ÿ 若い世代における将来のキャリアモデルなど

が不明瞭（中学生アンケート：１位「会社員」、２

位「公務員」） 

Ÿ ICTを活用した施策やSNSによる積極的な

話題提供など、市民とゆるくつながる手段な

どの不足

Ÿ 社会増をめざす取組を強化 

Ÿ 大阪市内から近いことを利用

し、活動拠点として選択しても

らう環境整備 

Ÿ 現在の中学生が多様なキャリ

アを描けるよう「チャレンジ」で

きる環境を整備 

Ÿ 地域で活躍しているプレイヤー

と連携し、より活動しやすい環

境を整備 

Ÿ 空き家などを活用したコワー

キングスペースなどの確立 

Ÿ 環境整備など、多様な働き方

などを支援 

Ÿ SNSなどを活用した市民との

ほどよい関係性の構築 

Ÿ 企業などの実証実験の場など

に活用してもらえるよう、自由

度の高い実施環境を整備
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市財政の 

収入減少 

支出増大

Ÿ 企業を誘致する土地の不足 

Ÿ 事業所の従業者数（対人口比）は、泉南地域で

最も少なく、人口に比して市内での雇用が少

ない 

Ÿ 事業所数が少なく、人口一人あたりの製造品

出荷額や年間商品販売額が泉南地域でも少

ない 

Ÿ 若い人や女性などの地域で活躍するプレイヤ

ーが埋没 

Ÿ 多様な働き方（テレワーク、クラウドワーキン

グ、マイクロビジネスなど）の受け入れ環境の

未整備

Ÿ 新たな企業誘致の機会を確保 

Ÿ 特定の分野などの強みを活かし

た自立的好循環を生む地域経済

圏を確立 

Ÿ 市民、企業・団体などと連携し、

地域が一体となって動かすこと

が重要 

Ÿ やる気のあるプレイヤーを発掘

し、力を発揮してもらえる環境を

整備 

Ÿ 場所を要しない多様な働き方を

している層にアプローチした「楽

しむまち」としてのブランディン

グを確立

 
本市では、少子高齢化により、市税の減少や高齢者増加に伴う社会保障関連費用の増加など

困難な状況が予想されています。このような状況が続くと、地域の豊かさやにぎわいの創出の継

続を確保できなくなる恐れがあります。そのため、これからの本市を市民が豊かさやにぎわいを

感じられるまちにするためには、「地域資源」を有効に活用し、持続可能な行財政運営の確立に向

けて、地域社会・経済の活性化につながる好循環を生み出し、地域をどのように経営していくの

かという視点が重要です。 

 

 
視点１ 財政見通しを見据えた政策・施策の展開

 
視点２ 人口減少による地域の担い手の変化への対応

 
視点３ 地域のポテンシャルを活かした活性化

 地域経営の捉え方

 公共主導で地域を動かしていくのではなく、地域に合ったよりよいサービス・社会参画のあり

方を、様々なプレイヤー（市民、企業、大学、NPO団体など）とともに、地域力を向上し、課題解

決に向けた取組を自発的に行う地域社会を形成する方法

求められる視点
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人口ビジョン（改訂版） 抜粋
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■あ行 

 

■か行 

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 インナープロモー

ション

いんなーぷろもー

しょん

市民向けに情報発信し、理解・愛着・参加意欲を

高める取組。

基本

目標１

 

ウーダ（OODA）ル

ープ
うーだるーぷ

取組を進めるための意思決定の考え方の１つ。

「Observe（観察）」⇒「Orient（状況判断）」⇒

「Decide（意思決定）」⇒「Act（行動）」の４段階

のサイクルから成り、PDCA サイクルに比べ、変

化が起こりやすく、変化のスピードが速い環境や

スピーディな意思決定に適している。

序論

 ウォーカブルシテ

ィ

うぉーかぶるして

ぃ
歩きやすく、歩いて回れるまちをめざす考え方。

基本

目標５

 

エリアマネジメント
えりあまねじめん

と

特定のエリアを単位に、民間が主体となって、ま

ちづくりや地域経営（マネジメント）を積極的に行

おうという取組。

序論、

基本

目標１

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 
カーボンニュート

ラル

かーぼんにゅーと

らる

温室効果ガスの排出量を、吸収・除去などで差し

引き実質ゼロにする考え方。

基 本

目 標

１・３

 
回遊性 かいゆうせい

まちの中を歩き回りやすい性質。にぎわい創出

や観光の満足度を高めるために重視される。
序論

 

関係人口 かんけいじんこう

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流

人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わ

る人々のこと。

基 本

目標１

 
QOL （ Quality 

of Life）

きゅーおーえる（く

おりてぃおぶらい

ふ）

「Quality of Life」の略称で、一人ひとりの人

生の内容の質や社会的にみた生活の質。

序 論 、

基 本

目標６

 
共生型介護予防拠

点

きょうせいがたか

いごよぼうきょて

ん

高齢者だけではなく、障がい者や子ども等の多

世代を含めた地域住民と交流できる介護予防の

拠点。

基 本

目標２

 

行政経営
ぎょうせいけいえ

い

限られた資源で最大の成果を出すための行政の

運営（マネジメント）。

序 論 、

基 本

目標６

 
共生社会

きょうせいしゃか

い

多様な人が互いの違いを認め合い、共に暮らせ

る社会のあり方。

序 論 、

基 本

用語解説（五十音順）
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■さ行 

 目標２

 

交流人口 こうりゅうじんこう

他地域からその地域を訪れる人の数のこと。そ

の地域に住んでいる人（定住人口）に対する概

念。

序 論 、

基 本

目標５

 

コ ン パ ク ト ・ プ ラ

ス・ネットワーク

こんぱくとぷらす

ねっとわーく

歩いていける範囲を生活圏と捉え、医療・福祉・

商業・居住環境などの各都市機能を近接化させ

たまちづくり（コンパクトシティ）に、地域の公共

交通を連接させることで、コミュニティの再生や

住みやすいまちづくりをめざすもの。

序 論 、

基 本

目標３

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 災害時要援護者事

業

さいがいじようえん

ごしゃじぎょう

災害時に自力で避難が困難な高齢者や障がい

者などを地域で支援する仕組み。

基 本

目標２

 CSW（コミュニテ

ィソーシャルワー

カー）

しーえすだぶりゅー

（こみゅにてぃそー

しゃるわーかー）

地域で暮らす人の困りごとを早めに把握し、必

要な支援や関係機関につなぐ専門職。

基 本

目標２

 

社会的起業
しゃかいてききぎょ

う

社会課題の解決を目的に、事業の形で継続的に

取り組むための起業。

序論、

基 本

目標１

 
社会的ひきこもり

しゃかいてきひきこ

もり

様々な理由により、長期間家庭などにとどま

り、、就学・就労・社会参加が難しい状態。

基 本

目標２

 

重層的支援体制整

備事業

じゅうそうてきしえ

んたいせいせいび

じぎょう

「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに

向けた支援」を一体的に進め、複合的な課題に

対応するための事業。本文で具体的に実施する

としている。

基 本

目標２

 
受益者負担 じゅえきしゃふたん

サービスを利用する人が、費用の一部を負担す

る考え方。

基 本

目標６

 
消費者リテラシー

しょうひしゃりてら

しー

悪質商法や詐欺などから身を守り、適切に判断

して消費行動を行うための知識・判断力。

基 本

目標３

 

ステークホルダー すてーくほるだー
施策や事業、地域運営などに関わる利害関係者

（市民、団体、事業者、行政など）のこと。

序論、

基 本

目 標

１・５

 ストックマネジメン

ト

すとっくまねじめん

と

施設（インフラ）を長期的に捉え、点検・更新を計

画的に行う管理の考え方。

基 本

目標３

 

スマートシティ すまーとしてぃ
都市課題の解決と暮らしの質の向上を図るため

に、ICT などを活用しているまちのこと。

序論、

基 本

目標６
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■た行 

 

 
総合型地域スポー

ツクラブ

そうごうがたちい

きすぽーつくらぶ

地域住民が主体となり、様々な世代が参加でき

るスポーツ活動を行うクラブ。スポーツ庁が推進

している。

基 本

目標４

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 
多文化共生

たぶんかきょうせ

い

異なる文化背景を持つ人々が互いに理解・尊重

し、共に暮らせる地域社会をめざす考え方。

基 本

目標４

 地域デジタル支援

アプリ

ちいきでじたるし

えんあぷり

地域内の情報共有などをデジタルで支えるアプ

リ。自治会などで導入が進んでいる。

基 本

目標１

 地域包括支援セン

ター

ちいきほうかつし

えんせんたー

高齢者の総合相談、介護予防支援、権利擁護な

どを担う相談拠点。

基 本

目標２

 
地域まちづくり協

議会

ちいきまちづくり

きょうぎかい

地域運営組織のことで、多様な主体の参画によ

り地域運営の中心となる協議の場・組織として位

置づけられるもの。

基 本

目標１

 
着地型観光コンテ

ンツ

ちゃくちがたかん

こうこんてんつ

従来の観光事業者によるツアーと異なり、旅行者

を受け入れる地域が、地域の魅力や資源を伝え

るために企画・運営する観光体験のこと。

基 本

目標５

 
チャレンジショップ

ちゃれんじしょっ

ぷ

起業前後の事業者が試行的に出店できる場（店

舗など）。

基 本

目標５

 DX（デジタル・トラ

ンスフォーメーショ

ン）

でぃーえっくす（で

じたる・とらんすふ

ぉーめーしょん）

デジタル技術により、人々の生活をあらゆる面で

良い方向に変革させていくこと。

序 論 、

基 本

目標６

 

デジタルデバイド でじたるでばいど

デジタル技術を利用可能な人とそうでない人と

の間に生じる格差と、それに伴う社会問題のこ

と。

基 本

目標６

 
匿名・流動型犯罪

グループ

とくめい・りゅうど

うがたはんざいぐ

るーぷ

特殊詐欺などに関与する、実態把握が難しい犯

罪集団の呼称。

基 本

目標３

 
都市ブランド としぶらんど

「住みたい・訪れたい」と思われるような、市の魅

力や価値に対する信頼・評価のこと。

基 本

目標１
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■な行 

 

■は行 

 

■ま行 

 

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 
ノーマライゼーショ

ン

のーまらいぜーし

ょん

障がいの有無にかかわらず、互いに支え合い、地

域でいきいきと明るく豊かに暮らしていける社

会をめざす考え方。

基 本

目標２

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 

8050 問題
はちまるごーまる

もんだい

80 代の親が 50 代の子を支える状態。ひきこも

りや生活困窮など複合的課題と結びつきやす

い。

基 本

目標２

 

非認知能力
ひにんちのうりょ

く

テストの点数などで点数化しにくい内面的な力

（意欲、協調性、自己肯定感など）。認知能力（IQ

や学力など）と対比される。

序 論 、

基 本

目標４

 

ブルーカーボン ぶるーかーぼん

アマモやワカメなどの成長過程で吸収する二酸

化炭素のうち、収穫されて食用加工される部分

を除いた、長期的に体内に持ち続けられるもの

のこと。

基 本

目標５

 
ふれあい収集

ふれあいしゅうし

ゅう

ごみステーションまで持ち出すことが困難な人を

対象にした収集の仕組み。

基 本

目標３

 

フレイル ふれいる

加齢により心身の活力が低下しているが、一方

で適切な介入・支援により生活機能の維持向上

が可能な状態。

基 本

目標２

 
保育業務支援シス

テム

ほいくぎょうむし

えんしすてむ

ICT 技術により、保育記録や保護者連絡などの

事務作業を効率化した、幼稚園・保育所などの職

員の負担を軽減するためのシステム。

基 本

目標４

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 

マイクロインフルエ

ンサー

まいくろいんふる

えんさー

インフルエンサーの中でも情報発信力が比較的

弱いが、特定のエリアやターゲットに対する訴求

力が高い人。本計画では、地域や市民、市外の友

人などに対する情報発信力や影響力が高い人を

意味している。

基 本

目標５

 
まちなかサロン・カ

フェ

まちなかさろん・

かふぇ

地域での交流や見守りなどにつながる場として、

校区福祉委員会などが運営する、身近な場所で

誰もが集える「居場所」。

基 本

目標２
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■わ行 

 
用語 読み方 説明

掲載
箇所

 

ONE ACTION わんあくしょん

本市総合計画（2022 年度～2033 年度）の将

来ビジョンであり、持続可能な都市へ変化するた

め、地域に住まうそれぞれの人が未来に向かっ

て「1 歩」を踏み出し、地域課題の解決を図ってい

くこと。

基 本

構 想 、

全体

 
ワンストップ わんすとっぷ

相談や手続を「１か所でまとめて受けられる」こ

と。

基 本

目標５
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